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ご利用にあたって 

 

このしおりは、２０２６年６月を基準として、松山市にお住まいの障がいの 

ある方やその家族の方々が利用できるサービスをとりあげ、その内容等を 

紹介したものです。 

 

記載内容は最小限にとどめていますので、各々の制度等の詳細については、 

それぞれの窓口におたずねください。 

 

各制度の金額、資格要件、対象範囲などはしばしば改正されます。 

改正になった点は、月２回発行している「広報まつやま」の「市民ガイド（福祉・ 

保健）」に随時掲載しますので、あわせてご覧いただきますようお願いします。 
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  １ 対 象 者   

視覚障がい、聴覚・平衡機能の障がい、音声機能・言語機能及びそしゃく機能の障がい、肢体 

不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の 

機能及び肝臓機能の障がいがある者 

 

  ２ 内   容 

障がいの程度によって 1 級から 6 級までに区分されます。（詳細は２～4 頁参照） 

   このしおりに記載されているさまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。 

 

  ３ 窓   口 

   障がい福祉課    Tel 948-6017   Fax 932-7553 

 

  ４  手続きに必要なもの  

  ●印の書類は障がい福祉課にあります  

 

項   目 手続に必要なもの 

１ 身体障害者手帳交付申請 

（新規申請） 

●身体障害者（児）手帳交付申請書 

●診断書・意見書（指定医師のもの） 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

○健康保険の資格情報がわかる書類（コピー可） 

○マイナンバーの確認できるもの 

○本人確認のできるもの 

２ 身体障害者手帳再交付申請 

（紛失・破損の場合） 

●身体障害者（児）手帳再交付申請書 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

○破損の場合は、破損した手帳 

○本人確認のできるもの 

３ 身体障害者手帳程度変更申請 

（状態が変わった時、再認定を受けなけれ

ばならない時） 

●身体障害者（児）手帳再交付申請書 

●診断書・意見書（指定医師のもの） 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

○健康保険の資格情報がわかる書類（コピー可） 

○旧身体障害者手帳 

○本人確認のできるもの 

４ 記載事項変更届 

（住所、氏名等に変更があった時） 

●身体障害者居住地等変更届 

○身体障害者手帳 

○本人確認のできるもの 

５ 身体障害者手帳返還届 

（死亡、治癒等） 

●身体障害者手帳返還届 

○身体障害者手帳 

○本人確認のできるもの 

    ※診断書・意見書についての注意事項 

          身体障害者福祉法第 15 条の規定による指定医師が作成するものです。 

          指定医師については、障がい福祉課までお問い合わせください。 

          診断書の有効期限は、診断日から 3 か月以内です。 

身体障害者手帳について １ 
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身体障害者障害程度等級表 

級   別 1 級 2 級 

視 覚 障 害 

視力の良い方の眼の視力（万国式試視力

表によって測ったものをいい、屈折異常

のある者については、矯正視力について

測ったものをいう。以下同じ。）が 0.01

以下のもの 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03

以下のもの 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の

眼の視力が手動弁以下のもの 

3 周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。以下同

じ。）の総和が左右眼それぞれ 80 度以下か

つ両眼中心視野角度（Ⅰ／２ 視標による。以

下同じ。）が 28 度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心

視野視認点数が 20 点以下のもの 

聴
覚
又
は
平

衡
機
能
障
害 

聴 覚 障 害  
両耳の聴力レベルがそれぞれ 100 デシベル以上

のもの（両耳全ろう） 

平衡機能障害   

音声機能、言語機能、 

又はそしゃく機能障害 
  

肢

体

不

自

由 

上    肢 
1 両上肢の機能を全廃したもの 

2 両上肢を手関節以上で欠くもの 

1 両上肢の機能の著しい障害 

2 両上肢のすべての指を欠くもの 

3 １上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの 

4 １上肢の機能を全廃したもの 

下    肢 
1 両下肢の機能を全廃したもの 

2 両下肢を大腿の２分の１以上で欠

くもの 

1 両下肢の機能の著しい障害 

2 両下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの 

体    幹 
体幹の機能障害により坐っていること

ができないもの 

1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保

つことが困難なもの 

2 体幹の機能障害により立ち上がることが困

難なもの 

乳幼児期以

前の非進行

性の脳病変

による運動

機能障害 

上
肢 

不髄意運動、失調等により上肢を使用す

る日常生活動作がほとんど不可能なも

の 

不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生

活動作が極度に制限されるもの 

移
動 

 

不髄意運動、失調等により歩行が不可能

なもの 

不随意運動、失調等により歩行が極度に制限され

るもの 

心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
又
は
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
・
小
腸
・
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
若
し
く
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害 

心 臓 機 能 障 害 
心臓の機能の障害により自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限されるもの 
 

腎 臓 機 能 障 害 
じん臓の機能の障害により自己の身辺

の日常生活活動が極度に制限されるも

の 

 

呼吸器機能障害 
呼吸器の機能の障害により自己の身辺

の日常生活活動が極度に制限されるも

の 

 

ぼ う こ う 又 は 

直 腸 機 能 障 害 

ぼうこう又は直腸の機能の障害により

自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限されるもの 

 

小 腸 機 能 障 害 
小腸の機能の障害により自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限されるもの 
 

ヒト免疫不全 

ウイルスによる 

免疫機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機

能の障害により日常生活がほとんど不

可能なもの 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

により日常生活が極度に制限されるもの 

肝 臓 機 能 障 害 
肝臓の機能の障害により日常生活活動

がほとんど不可能なもの 

肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に

制限されるもの 
 
1 同一の等級について 2 つの重複する障害がある場合は 1 級上の級とする。ただし、2 つの重複する障害が特に本表中に指定せられ

ているものは、該当等級とする。 
2 肢体不自由においては、7 級に該当する障害が 2 以上重複する場合は 6 級とする。 
3 異なる等級について 2 以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることがで

きる。 
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第 1 指骨間関節以上を欠くものとする。 
5 「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害を含むものとする。 
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって

計測したものをいう。 
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 
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級   別 ３級 ４級 

視 覚 障 害 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上
0.07 以下のもの（2 級の 2 に該当する
ものを除く。） 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他
方の眼の視力が手動弁以下のもの 

3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ
80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56
度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼
中心視野視認点数が 40 点以下のもの 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下の

もの（３級の２に該当するものを除く。） 

2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下

のもの 

3 両眼開放視認点数が 70 点以下のもの 

聴
覚
又
は
平
衡
機
能
障
害 

聴 覚 障 害 
両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの

（耳介に接しなければ大声語を理解し得な

いもの） 

1 両耳の聴力レベルが 80 デシベル以上のもの（耳

介に接しなければ話声語を理解し得ないもの） 

2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50％

以下のもの 

平衡機能障害 平衡機能の極めて著しい障害  

音声機能、言語機能、 

又はそしゃく機能障害 
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 

肢

体

不

自

由 

上    肢 

1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠く

もの 

2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能

を全廃したもの 

3 1 上肢の機能の著しい障害 

4 1 上肢のすべての指を欠くもの 

5 1上肢のすべての指の機能を全廃したも

の 

1 両上肢のおや指を欠くもの 
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 
3 1 上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれ

か 1 関節の機能を全廃したもの 
4 1 上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 
5 1 上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃した

もの 
6 おや指又はひとさし指を含めて 1 上肢の 3 指を欠

くもの 
7 おや指又はひとさし指を含めて 1 上肢の 3 指の機

能を全廃したもの 
8 おや指又はひとさし指を含めて 1 上肢の 4 指の機

能の著しい障害 

下    肢 

1 両下肢をショパール関節以上で欠くも

の 

2 1 下肢を大腿の 2 分の 1 以上で欠くも

の 

3 1 下肢の機能を全廃したもの 

1 両下肢のすべての指を欠くもの 
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 
3 1 下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの 
4 1 下肢の著しい障害 
5 1 下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 
6 1 下肢が健側に比して 10cm 以上又は健側の長さ

の 10 分の 1 以上短いもの 

体    幹 体幹の機能障害により歩行が困難なもの  

乳幼児期以前

の非進行性の

脳病変による

運動機能障害 

上
肢 

不随意運動、失調等により上肢を使用する日

常生活動作が著しく制限されるもの 

不随意運動、失調等による上肢の機能障害により社会

での日常生活活動が著しく制限されるもの 

移
動 

不随意運動、失調等により歩行が家庭内での

日常生活活動に制限されるもの 

不随意運動、失調等により社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの 

心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
又
は
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
・
小
腸
・
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
若
し
く
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害 

心 臓 機 能 障 害 
心臓の機能の障害により家庭内での日常生

活活動が著しく制限されるもの 

心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの 

腎 臓 機 能 障 害 
じん臓の機能の障害により家庭内での日常

生活活動が著しく制限されるもの 

じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの 

呼吸器機能障害 
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常

生活活動が著しく制限されるもの 

呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの 

ぼ う こ う 又 は 

直 腸 機 能 障 害 

ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭

内での日常生活活動が著しく制限されるも

の 

ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生

活活動が著しく制限されるもの 

小 腸 機 能 障 害 
小腸の機能の障害により家庭内での日常生

活活動が著しく制限されるもの 

小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの 

ヒト免疫不全 

ウイルスによる 

免疫機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の

障害により日常生活が著しく制限されるも

の（社会での日常生活活動が著しく制限され

るものを除く。） 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により

社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

肝 臓 機 能 障 害 
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著

しく制限されるもの（社会での日常生活活動

が著しく制限されるものを除く。） 

肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの 
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5 級 ６級 ７級 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他

方の眼の視力が 0.02 以下のもの 

2 両眼による視野の２分の１以上が欠け

ているもの 

3 両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ

100 点以下のもの 
5 両眼中心視野視認点数が 40 点以下の

もの 

視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上

0.6 以下かつ他方の眼の視力が

0.02 以下のもの 

 

 

1 両耳の聴力レベルが 70 デシベル 
以上のもの（40cm 以上の距離で 
発声された会話語を理解し得ない 
もの） 

２ 1 側耳の聴力レベルが 90 デシベル 
以上、他側耳の聴力レベルが 50 
デシベル以上のもの 

 

平衡機能の著しい障害   

   

1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 
2 1 上肢の肩関節、肘関節又は手関節の

うち、いずれか 1 関節の機能の著しい
障害 

3 1 上肢のおや指を欠くもの 
4 1 上肢のおや指の機能を全廃したもの 
5 1 上肢のおや指及びひとさし指の機能

の著しい障害 
6 おや指又はひとさし指を含めて1上肢

の 3 指の機能の著しい障害 

1 1 上肢のおや指の機能の著しい 

障害 

2 ひとさし指を含めて 1 上肢の 2 

指を欠くもの 

3 ひとさし指を含めて 1 上肢の 2 

指の機能を全廃したもの 

1 1 上肢の機能の軽度の障害 
2 1 上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、

いずれか 1 関節の機能の軽度の障害 
3 1 上肢の手指の機能の軽度の障害 
4 ひとさし指を含めて 1 上肢の 2 指の機能の

著しい障害 
5 1 上肢のなか指、くすり指及び小指を欠く

もの 
6 1 上肢のなか指、くすり指及び小指の機能

を全廃したもの 

1 1 下肢の股関節又は膝関節の機能の著

しい障害 

2 1 下肢の足関節の機能を全廃したもの 

3 1 下肢が健側に比して 5cm 以上又は

健側の長さの 15 分の 1 以上短いもの 

1 1 下肢をリスフラン関節以上で 

欠くもの 

2 1 下肢の足関節の機能の著しい 

 障害 

1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 
2 1 下肢の機能の軽度の障害 
3 1 下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、

いずれか 1 関節の機能の軽度の障害 
4 1 下肢のすべての指を欠くもの 
5 1 下肢のすべての指の機能を全廃したもの 
6 1 下肢が健側に比して 3cm 以上又は 

健側の長さの 20 分の 1 以上短いもの 

体幹の機能の著しい障害   

不髄意運動、失調等による上肢の機能障害によ

り社会での日常生活活動に支障のあるもの 
不随意運動、失調等により上肢の機能の

劣るもの 
上肢に不随意運動、失調等を有するもの 

不髄意運動、失調等により社会における日

常生活活動に支障のあるもの 

不随意運動、失調等により移動機能の劣

るもの 
下肢に不随意運動、失調等を有するもの 

   

   

   

   

   

   

   

      

（注）７級については、手帳の交付は受けられません。 
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  １ 対 象 者 

いろいろな原因によって、ものの名前を覚えたり、計算したり、筋道をたてて考えたり、 

想像したりするなど知的能力が年齢とともに進歩していかない、いわゆる知的障がいがある者や 

知的障がいを伴う自閉症がある者 

 

  ２ 内   容 

知的障がい児（者）に対して、一貫した指導、相談を行うとともに援助措置を受けやすく 

するために療育手帳が交付されます。 

障がいの程度により、Ａ（最重度、重度）、Ｂ（中度、軽度）の分類で交付されます。 

 

  ３ 判 定 機 関 

   愛媛県福祉総合支援センター      Tel  922-5040 

   松山市本町７－２ 

 

  ４ 申 請 窓 口 

   障がい福祉課    Tel 948-6017   Fax 932-7553 

 

５ 手続きに必要なもの 

  ●印の書類は障がい福祉課にあります  

項   目 手続に必要なもの 

１ 療育手帳交付申請 

（新規申請） 

●療育手帳交付申請書及び申請調書 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

２ 療育手帳障害程度確認申請 

（程度が変わった時、次期判定年月が近づ

いた時） 

●療育手帳程度確認申請書及び申請調書 

○旧療育手帳 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

３ 記載事項変更届 

（住所、氏名、保護者に変更があった時） 

●療育手帳記載事項変更届 

○療育手帳 

４ 療育手帳再交付申請 

（手帳の判定欄に余白がなくなった時） 

（紛失・破損の場合） 

●療育手帳再交付申請書 

○写真 1 枚（たて 4cm×よこ 3cm） 

○破損の場合は、破損した手帳 

５ 療育手帳返還届 

（死亡、障害の消失等） 

●療育手帳返還届 

○療育手帳 

療育手帳について ２ 
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  １ 対 象 者 

精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への 

制約がある者 

交付を希望する人は、初診から６か月以上経過すると申請可能です。 

 

  ２ 内   容 

精神障がい者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられた 

手帳です。 

障がいの程度に応じて障害等級が決まり、１級・２級・３級に区分されます。 

※障害等級に該当しない場合もあります 

※手帳の有効期限は２年です。２年毎に更新の手続きが必要です。更新は有効期限の 3 か月前

（当月含む）から可能です。 

 

  ３ 手続きに必要なもの 

   ＜診断書で申請する場合＞ 

    ① 障害者手帳交付申請書 

    ② 診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 

      ※申請日より３か月以内に作成したもの 

    ③ 写真 （たて４cm×よこ３cm） …1 年以内に撮影したもの（新規・再交付等のみ） 

    ④ 現在持っている手帳の原本（更新の方のみ） 

⑤ マイナンバーが確認できるもの 

⑥ 本人の身元確認ができるもの（代理申請の場合は代理人の身元確認ができるもの） 

 

 ＜障害年金証書等で申請する場合＞ 

    ① 障害者手帳交付申請書 

    ② 年金振込通知書又は年金証書の写しもしくは特別障害給付金受給資格者証の写し 

       ※精神障がいを事由とし受給しているもの 

    ③ 写真 （たて４cm×よこ３cm） …1 年以内に撮影したもの（新規・再交付等のみ） 

    ④ 同意書 

    ⑤ 現在もっている手帳の原本（更新の方のみ） 

⑥ マイナンバーが確認できるもの 

⑦ 本人の身元確認ができるもの（代理申請の場合は代理人の身元確認ができるもの） 

       

  ４ 申 請 窓 口 

   障がい福祉課    Tel 948-6018   Fax 934-0116 

 

 

精神障害者保健福祉手帳について ３ 
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  １ 対 象 者 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、知的障がい・精神障がいがあると 

判定されている人、難病患者等（厚生労働大臣が定める疾病。詳細は１１頁参照。） 

 

  ２ 利用までの流れ 

 

申

請

者 

 

障

が

い

福

祉

課 

 

 

※「障害支援区分」とは、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援

の度合を総合的に示したもの。 

低い            必要とされる支援の度合い           高い 

 

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

 

費用負担について 

利用者は、負担上限月額（詳細は８頁参照。）の金額まで、サービス利用料（国が定めた報酬額）の１

割と食費等の実費負担分を事業所に支払います。また、サービスを提供した事業所は、利用者が負担

した金額を除くサービス利用料を松山市に請求し支払いを受けます（法定代理受領）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総合支援法の障害福祉サービス等について ４ 

申請者 

松山市 事業者・施設 

①障害福祉サービス等の 

支給申請 

②障害福祉サービス等の 

支給決定 

⑤利用者負担の支払 

④サービスの提供 

⑥サービス利用料の請求 

⑦サービス利用料の支払 

主治医から 
医師意見書取得 

受付 

利
用
申
請 

審
査
会 

(

障
害
支
援
区
分
※

の
認
定) 

サービス等利用 
計画案の提出 

障害支援区分認定までに… 
・利用する事業所の検討 
・相談員の調整    など 

事業所と 
利用契約 

利
用
開
始 

 …障害支援区分不要

のサービスを利用

する場合は省略 

支
給
決
定
通
知
書 

受
給
者
証
の
発
送 

受付から認定まで約２か月 計画案提出から発送まで約２週間 

③サービスの利用契約 

調査員による 
訪問調査 
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  ３ 負担上限月額の設定（平成２５年４月から改定） 

利用者負担の月額上限額については、利用者本人（児童の場合は保護者）の属する世帯の収入等に

応じて、以下のとおりに設定します。 

所得区分 

居宅・通所・

地域生活支援事業(※) 

入所施設等 
※療養介護、障害者支援施設、 

 共同生活援助、、宿泊型自立訓練、障害
児入所施設 

障がい者 障がい児 障がい者 障がい児 

一 般 
市町村民税課税世

帯 

所得割16万円以上 

37,200 円 

所得割28万円以上 

37,200 円 
18 歳または 19 歳の

障害者支援施設入所者 

所得割 28 万円未満 

9,300 円 

所得割 28 万円以上 

37,200 円 

所得割16万円未満 

9,300 円 

所得割28万円未満 

4,600 円 

所得割 28 万円未満 

9,300 円 

低

所

得 

低所得２ 

市町村民税非課税

世帯（低所得１に該

当する者を除く。） 

0 円 0 円 

低所得１ 

市町村民税非課税

世帯のうち、本人の

年収 80 万円以下 

0 円 0 円 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円 0 円 

(※)地域生活支援事業のうち日中一時支援・移動支援に限ります。 

  ４ 高額障害福祉サービス費（平成２４年４月から） 

同じ世帯に障害福祉サービス・障がい児施設（通所・入所）・補装具を利用する方が複数いる場合や、

障害福祉サービスを利用している方が介護保険・障がい児施設（通所・入所）・補装具のサービスを

併用している場合、1 か月間に支払った利用者負担額の合計が、算定基準額（※）を超過した場合

には、超過した額を高額障害福祉サービス費として支給します（償還払い方式）。  

※算定基準額 

①障害福祉サービスと、介護保険サービスを併用している場合……37,200 円 

②夫婦がそれぞれ障害福祉サービスや介護保険のサービスを併用している場合……2 人の負担を合算して 37,200 円 

③家庭内に障害福祉サービスを利用する児童が複数いる場合……一人分の利用者負担上限額 

④障害福祉サービスと障がい児施設のサービスを併用している場合…両サービスの利用者負担上限額のうち、金額が高い方 

⑤障害福祉サービスと障がい児通所給付を併用している場合……利用者負担上限額 

 

  ５ 高齢者高額障害福祉サービス費（平成３０年４月から） 

  障害福祉サービスを継続受給している高齢障がい者の方が介護保険サービスを利用する場合の 

自己負担額について、一部返還します。 

＜対象となる方（次の①～④を全て満たす方）＞ 

① ６５歳に達する日前５年間、特定の障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入

所）の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用すること。 

② 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が６５歳に達する日の前日の属する年度（６５歳に達す

る日の前日が４月から６月までの場合にあっては、前年度）において市町村民税非課税者又は生活保

護受給者であったこと。（申請時も同様。） 

③ 障害支援区分が区分２以上であったこと。 

④ ６５歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 

 

  ６ 申請窓口・お問合せ 

障がい福祉課 高額障がい福

祉ｻｰﾋﾞｽ費、児童通所給付以外 
Tel 948-6719 

mail 

shougai@city.matsuyama.ehime.jp 

すくすく支援課 高額障がい

福祉ｻｰﾋﾞｽ費、児童通所給付 
Tel 911-1811 

mail 

sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp 

mailto:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
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  ７ 障害福祉サービス等の体系 
 

 
サービスの種類 内     容 障害支援区分等の利用条件 

介 
 

護 
 

給 
 

付 

居宅介護 

（身体介護・家事援助・ 

通院等介助・通院等乗降介助） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、通院の介

助等を行います。 
障害支援区分１以上 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由等で常に介護を必要とする人

に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時

における移動支援などを総合的に行います。 

障害支援区分４以上で 

・二肢以上に麻痺があること 

・「歩行｣｢移乗｣｢排尿｣｢排便｣のいずれも｢で 

きる｣以外と認定されていること 

又は障害支援区分４以上で、行動関連項目の合計点

数が 10 点以上 

※18 歳未満の場合、児童相談所長の通知が必要 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する

人に対し、移動に必要な情報の提供（代筆、代

読を含む）、移動の援護等の外出支援を行いま

す。 

障害支援区分以外の条件があります。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動すると

き、危険を回避するために必要な支援、外出支

援を行います。 

障害支援区分３以上で 

・行動関連項目等で条件あり 

※18 歳未満の場合、認定調査における行動 

関連項目等で条件あり 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複

数のサービスを包括的に行います。 

障害支援区分６以上で 

・重度訪問介護の対象で四肢麻痺など条件あり 

※概ね 15 歳以上を対象 

※18 歳未満の場合、審査会での判定が必要 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で

機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行います。 

障害支援区分６以上で 

・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を 

行っている者 

障害支援区分５以上で 

・筋ジストロフィー、重症心身障がい者 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動

又は生産活動の機会を提供します。 

・障害支援区分３以上 

・５０歳以上の場合は障害支援区分２以上 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事

の介護等を行います。 

障害支援区分１以上 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

・障害支援区分４以上 

・５０歳以上の場合は障害支援区分３以上 

訓 

練 

等 

給 

付 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日

常生活上の介護や援助を行います。 

・入浴、排せつ等の介護の提供を受けることを希望

する場合は障害支援区分１以上 

自立生活援助 

居宅で自立した日常生活を営む上で、障がい者

の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並

びに相談、関係機関との連絡調整等の環境整備

に必要な援助を行います。 

障害支援区分以外の条件があります。  

自立訓練（機能訓練・ 

生活訓練・宿泊型自立 

訓練） 

自立した日常生活、社会生活ができるよう、一

定期間、身体機能、生活能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

就労選択支援 

就労を希望する人が、短期間の生産活動などの

機会を通じて、就労に関する適正や意向などを

整理し、就労することについて適切な選択がで

きるよう支援を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期

間、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型＝雇用型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提

供するとともに、知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。 

就労定着支援 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継

続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用

された障がい者の就労の継続を図るため、相

談、指導及び助言等の支援を行います。 
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サービスの種類 内     容 

計
画
相
談
支
援
給
付 

計画相談支援 

障害児相談支援 

障がい者（児）の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向そ

の他の事情を勘案し、「サービス等利用計画（案）」「障害児支援利用計画（案）」を

作成します。また、計画が適切であるかどうかについて、定期的に利用状況を確認し、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

地
域
生
活
支
援
事
業 

移動支援 
単独で外出することが困難な、全身性障がいまたは知的障がいのある障がい者（児）が、

目的地に円滑に外出できるよう移動を支援します。 

日中一時支援 
障がい児（者）の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び介護者の一時的

な休息を図ります。 

巡回入浴 在宅や通所での入浴が困難な障がい者（児）に対し、巡回訪問し入浴を行います。 

重度障害者入院時 

コミュニケーション支援 

入院時に医療従事者との意志疎通が困難な重度の障がい者に対し、ヘルパーを派遣しま

す。 

地域活動支援センター  創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 

児
童
通
所
給
付 

児童発達支援 
未就学で発達に心配のある児童に対し、日常生活における基本的な動作・知識技能の習

得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援を行います。 

放課後等デイサービス 
小学校、中学校、高校に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練、その他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を

行います。 

地
域
相
談
支
援 

地域移行支援 
障害者支援施設、精神科病院などに入所している 18 歳以上の人を対象に、地域での生

活に移行するために必要な住居の確保、相談、関係機関との調整等を行います。 

地域定着支援 
在宅で単身で生活している人などを対象に常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起

因して生じた緊急の事態等に、相談その他必要な支援を行います。 

そ
の
他 

重度障害児訪問看護利用補助 
医療行為を常時必要とする児童及び生徒の保護者が、在籍する学校において訪問看護を

利用した場合の経費に対し、補助金を交付するものです。 

 

※18 歳未満は、原則として太字・下線を引いたサービスのみ対象となります。 

注：上記の「障害支援区分等の利用条件」のほかに、サービスによっては条件等があります。 

注：障がい種別によっては利用できないサービスがあります。 
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  ８ 障害福祉サービス対象疾病一覧（376 疾病） ※五十音順   （令和８年 4 月現在） 
 

★対象疾病は年度途中に追加される場合があります           
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  １ 重度心身障害者医療     ＜お問合せ＞  障がい福祉課  Tel 948-6936 

  重度心身障がい者の健康管理の向上や生活の安定のため、病院等での保険診療による医療費（自己

負担分）を助成する制度です。 

資格要件 申請に必要なもの その他 

下記の①～③のいずれかに該当する者 
（但し、20 歳未満の人は市内に住所を有する保護者が必要） 

① 身体障害者手帳 1・2 級の所持者 

② 療育手帳Ａの所持者 

③ 療育手帳Ｂ（中度）と身体障害者手帳両方の所持者 

・健康保険の資格情

報がわかる書類 

・身体障害者手帳 

または療育手帳 

保険診療の自己負

担分を全額助成 

（入院時の食事代・

文書代等、保険診療

外のものを除く） 

※松山市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者であり、かつ医療保険各法の被保険者・被扶養者（生

活保護法の適用者は除く）に限ります。 

 

  ２ 後期高齢者医療制度     ＜お問合せ＞  健康保険課   Tel 948-6941 
 

資格要件 申請に必要なもの 資格取得時期 

75 歳以上の者 
申請の必要はありません 

（誕生日までに保険証を郵送します） 

75 歳の誕生日から 

※転入の場合は転入年月日 
（住民となった日） 

障害認定者 

 

（一定の障がい

があると認定さ

れた 65 歳以上

75 歳未満の者） 

 

・マイナンバーが確認できるもの（通知ｶｰﾄﾞ等） 

・下記の①～④のうちいずれか一つ必要 

 ① 障害基礎年金、旧障害年金の証書

（1・2 級） 

 ② 身体障害者手帳 
1 級～3 級、4 級の音声・言語機能 

障害、4 級の下肢障害の 1 号・3 号・ 

4 号に限る。 
          [別表(3・4 頁)参照] 

 ③ 療育手帳Ａ 

 ④ 精神障害者保健福祉手帳（1・2 級） 

 

 

愛媛県後期高齢者医療広域連合が

申請に基づき障害認定を行った日 

 

 

    

 

  ３ 特定疾病療養受療証の交付        

  厚生労働大臣が指定する特定疾病の診療にかかる一部負担額が 10,000 円まで  

（ただし、対象の疾病が慢性腎不全で、70 歳未満の上位所得者は 20,000 円まで）となります。  

（１）対  象  疾  病 

   人工透析を行う必要のある慢性腎不全 ・ 血友病 

     血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症 

  （２）申請に必要なもの 

  ・資格確認書など    ・身元確認ができる書類（運転免許証等） 

     ・マイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカード等） 

     ・医師の証明が記載されている申請書（証明記載がない場合、医師の診断書または意見書） 

（３）窓   口    

国民健康保険の方は … 保険給付・年金課 Tel 948-6361 

後期高齢者医療の方は … 健康保険課 Tel 948-6941 

全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険の方は … 全国健康保険協会 

組合健康保険の方は … 健康保険組合       共済組合の方は … 各共済組合 

医 療 ５ 
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  ４ 自立支援医療（更生医療）  

 自立支援医療（更生医療）とは、身体障がい者の更生に必要な医療を給付して、身体障がい者の障がいを

取り除いたり軽くすることにより、職業能力を高めたり、日常生活を容易にすることを目的とした医療制度

です。 

対象者 主な対象医療 申請に必要なもの その他 

身体障害者手帳所持者

（１８歳以上の者）で福

祉総合支援センターで

更生医療対象と判定さ

れた者 

○角膜移植術 
○人工関節置換術 
○外耳形成術 
○ペースメーカー 

埋込み術 
○心臓弁置換術 
○人工透析療法 
○腎移植術 
○肝臓移植術 
○抗ＨＩＶ療法 
○人工内耳術 

など 

○ 申請書 
○ 同意書 
○ 意見書（医師記入） 
○ 補足文書 
○身体障害者手帳 
○ 健康保険の資格情報がわかる書類 
○ 特定疾病療養受療証 
  （人工透析療法等の場合） 
○ 年金額等の確認できるもの 
○マイナンバーの確認できるもの 

原則医療費の１割負

担。但し、受診者が属す

る医療保険世帯の前年

の所得等に応じて自己

負担上限あり。 

厚生労働大臣、都道府

県知事、中核市長のい

ずれかが指定する医療

機関に限られる。 

認定は最長１年間のた

め、継続する場合は申

請が必要。 

＜窓口＞  障がい福祉課   Tel 948-6936   Fax 934-0116 

 

  ５ 自立支援医療（育成医療）・交通費補助  

 身体に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童に対し治療（手術等）によって障

がいを取り除いたり、軽くしたりする医療で、かつ治療効果が期待できる場合に医療費の一部を助成するも

のです。また、県外医療機関受診の交通費の一部を補助します。 

対象者 主な対象医療 申請に必要なもの その他 

身体に障がいのある児童

又は現存する疾患を放置

すれば、将来障がいに至

ると認められる児童であ

って、確実な治療効果が

期待できる者 

（１８歳未満の者） 

○角膜移植術 

○人工関節置換術 

○外耳形成術 

○ペースメーカー埋込み術 

○人工透析療法 

○腎移植術 

○肝臓移植術 

○唇顎口蓋裂等に起因する

歯科矯正など 

○申請書 

○意見書（医師記入） 

○同意書 

○健康保険の資格情報が

わかる書類 

○マイナンバーの確認で

きるもの 

※必要に応じて、その他の

書類を依頼する場合があ

ります。 

原則医療費の１割負
担。但し、受診者が属す
る医療保険世帯の前年
の所得等に応じて自己
負担上限あり。 
都道府県知事、中核市
長のいずれかが指定す
る医療機関に限られ
る。 
認定は最長１年間のた
め、継続する場合は申
請が必要。 

＜窓口＞  松山市こども家庭センター すくすく支援課（保健所内） こどもの申請窓口    

Tel 911-1811  FAX 908-6588 

 

  ６ 自立支援医療（精神通院医療）  

 精神疾患による精神科の通院にかかる医療費を、公費で負担するものです。 

申請に必要なもの その他 

○申請書 
○診断書（指定医療機関作成、隔年） 
○健康保険の資格情報がわかる書類 

（国保は同一保険の方全員分） 
○所得区分の認定に必要な書類（課税証明書等） 

又は同意書 
〇年金額等の確認できるもの 
○マイナンバーの確認できるもの 

○原則医療費の１割負担。 

○「重度かつ継続」と認められる方や所得の状況等に 

応じて自己負担上限額設定あり。 

○有効期限は１年 

（当月を含む３か月前から更新申請可） 

＜窓口＞  障がい福祉課    Tel  948-6018 
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  ７ 自立支援医療の対象者、自己負担の概要 

（１）対象者 

従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり） 

（２）給付水準 

自己負担については１割負担（   部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。 

また、入院時の食費（標準負担額）については自己負担。 

※１ 育成医療（若い世帯）における負担の激変緩和の経過的特例措置を実施する。 

※２ ① 当面の重度かつ継続の範囲 

・疾病、症状等から対象となる者 

更生・育成…… 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障がい 

心臓機能障がい（心臓移植後の抗免疫療法に限る） 

肝臓機能障がい（肝臓移植後の抗免疫療法に限る） 

精神……ⅰ統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物 

関連障がい（依存症等） 

ⅱ３年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神 

障がいのため計画的・集中的な通院医療（状態の維持、悪化予防のための 

医療を含む。）を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者 

・情動及び行動の障がい 

・不安及び不穏状態 

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者  

・精神、更生、育成・・・ 医療保険の多数該当の者 

 ② 重度かつ継続の対象者については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の 

明確化を図る。 

※３ 「一定所得以上」かつ高額治療経験者（「重度かつ継続」）の者に対する経過的特例措置は、 

令和９年３月３１日までです。 
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  ８ 肝炎治療に対する医療助成制度 

（１）内容 

B 型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療及び C 型 

ウイルス肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に 

係る保険診療の医療費の一部を公費で負担する制度です。世帯の所得に応じて決められる自己 

負担限度額（月額）を超える医療費が助成されます。詳細は、県の中予保健所へお問い合わせ 

いただくか、県ホームページ「ウイルス性肝炎に対する医療費助成について」をご確認ください。 

（２）窓口 

  中予保健所  健康増進課  松山市北持田町 132   Tel  909-8757 

  ウイルス性肝炎に対する医療費助成について https://www.pref.ehime.jp/page/17694.html  
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  ９ 特定医療費（指定難病）助成制度 

原因が不明で治療方法が確立されていない難病のうち、一定の要件を満たす「指定難

病」について、原因の追究や治療研究を進めるとともに、医療費の自己負担を軽減するた

め、その一部を公費にて助成する制度です。 

医療費助成の対象となるには、「診断基準」と「重症度（分類）」の２つを満たしている

ことが必要です。なお、「診断基準」は満たすが「重症度（分類）」を満たさない場合でも、

「軽症高額該当(※)」に該当する場合は医療費助成の対象になります。 

(※)申請月以前の 1 年以内に、月ごとの医療費総額が３３，３３０円を超える月が年間 3 回以上あること。 

 

◇自己負担について 

 特定医療費（指定難病）受給者証を交付された方は、愛媛県の審査を経て決定された支

給開始日から、その疾病に係る医療費（自己負担分）の一部を愛媛県が負担します。た

だし、全額ではなく、市民税の課税状況等に応じた自己負担があります。  

 

＜自己負担上限額（月額）＞ 

 

階層区分 

の基準 

自己負担上限額（月額） 

（患者負担割合：２割、外来＋入院） 

階層区分 

一般 
高額かつ 

長期 

 

人工呼吸器等 

装着者 

A 生活保護 ― 0 円 0 円 0 円 

B1 低所得Ⅰ 市町村

民税 

非課税（世帯） 

本人年収 

～80 万９千円 
2,500 円 

1,000 円 

B2 低所得Ⅱ 
本人年収 

80 万９千円超～ 
5,000 円 

C1 一般所得Ⅰ 
市町村民税 

課税以上 7.1 万円未満 
10,000 円 5,000 円 

C2 一般所得Ⅱ 
市町村民税 

7.1 万円以上 25.1 万円未満 
20,000 円 10,000 円 

D 上位所得 
市町村民税 

25.1 万円以上 
30,000 円 20,000 円 

入院時の食費 
全額自己負担 

（生活保護受給者は自己負担なし） 

 

○対象の医療や介護を受けた場合、その月の自己負担額（入院・外来・薬代・訪問看護の費用）を合

算していき、自己負担上限額（月額）まで達した後は、その月における自己負担は不要となります。 

○「高額かつ長期」とは、原則特定医療費（指定難病）の支給認定開始後に月ごとの医療費総額が５

万円を超える月が年間６回以上ある場合、自己負担上限額が軽減される特例です。 

 

◇申請書類について 
 愛媛県庁ホームページに掲載（愛媛県庁⇒難病対策⇒難病医療費助成制度について） 
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◇対象となる医療の範囲・内容 

指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病（合併症）に関する医療 

医 療 介 護 

・ 診察 

・ 薬剤の支給 

・ 医学的処置、手術及びその他の治療 

・ 居宅における療養上の管理及びその治

療に伴う世話その他の看護 

・ 病院又は診療所への入院及びその療養

に伴う世話その他の看護 

・ 訪問看護 

・ 訪問リハビリテーション 

・ 居宅療養管理指導 

・ 介護予防訪問看護 

・ 介護予防訪問リハビリテーション 

・ 介護予防居宅療養管理指導 

・ 介護医療院サービス 

＊都道府県又は政令指定都市が指定した指定医療機関（病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション）のみが医療費助成の

対象です。 

＊入院時の寝具貸与代や差額ベッド代等の保険診療対象外のものについては、公費の対象外になります。 

 

◇指定医療機関について 

 都道府県及び指定都市が指定した指定医療機関（病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション） 

 愛媛県庁ホームページに掲載（愛媛県庁⇒難病対策⇒指定医療機関一覧） 

 

◇利用方法 

愛媛県にて審査が行われ、認定された場合は、「特定医療費（指定難病）受給者証」が交付されま

す。指定医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。（窓口で上

限額管理票に医療費総額や自己負担額を記載してもらいます。） 

 

◇お問い合わせ・申請先 松山市保健所保健予防課 難病対策担当  

☎(089)911-18５7 FAX(089)923-6062 

 

◆愛媛県難病医療事務センター◆ 

・受給者証が交付された後の変更等は、愛媛県難病医療事務センターが窓口です。 

○氏名の変更 ○居住地の変更 ○加入している医療保険・番号の変更 

  ○自己負担上限額の変更（高額かつ長期・人工呼吸器等装着・按分・階層変更） 

  ○病名の変更または追加 ○受給者証の再交付 ○管理票の 2 冊目交付 

  ○連絡先の変更 ○更新申請 

 

○愛媛県難病医療事務センター○ 

  住所 〒790-0811   

     松山市本町 7 丁目 2 番地  

本町ビル 1 階 

  Ｔ Ｅ Ｌ 089-926-7707  

Ｆ Ａ Ｘ 089-926-7708 
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難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病（３4８疾病） 

（令和 8 年 4 月時点） 

～五十音順～ 
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難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病（令和 8 年 4 月時点） 

 
窓   口 

松山市保健所 保健予防課 難病対策担当 

Tel 911-1857  Fax  923-6062 
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  10 小児慢性特定疾病対策 

慢性的な疾病を抱えている児童等の支援として、医療費と食事療養費の助成をしています。（所 

得に応じて自己負担があります。） 

また、生活上の不安などの相談支援（自立支援事業）や、交通費の補助を行っています。 

 

（１）対 象 者 

   18 歳未満の児童（18 歳以降も引き続き治療が必要な場合は 20 歳到達まで継続申請可） 
 

（２）対象疾病 

  令和７年４月１日現在、801 疾病が対象です。 

※詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページにてご確認ください。 

 小児慢性特定疾病情報センター http://www.shouman.jp/disease/ 
 

（３）申請方法など 

申請方法、申請に必要なものは事前にすくすく支援課にお問い合わせください。 
 

（４）窓   口   

松山市こども家庭センター すくすく支援課（保健所内） こどもの申請窓口 

Tel 911-1811 FAX 908-6588 

※自立支援事業は、認定 NPO 法人ラ・ファミリエに委託しています。 

Tel・FAX 916-6035 

 

  11 高齢者の定期予防接種 

接種時に 60 歳～64 歳で、下表の障がいを有する方は、高齢者の定期予防接種の対象となりま

す。 

予防接種の種類 接種期間 自己負担額※  

インフルエンザ 
10 月１日～１月 31 日 

（毎年度期間中に 1 回） 
未定 

心臓、じん臓、呼吸

器、ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機

能の障がい（身体障

害者手帳 1 級相当） 

新型コロナ 

ウイルス感染症 

10 月１日～３月 31 日 

（毎年度期間中に 1 回） 
未定 

肺炎球菌感染症 通年（生涯 1 回） 5,500 円 

帯状疱疹 

通年（原則生涯 1 回又は

2 回） 
ワクチンにより接種回数が

異なります 

生ワクチン：

4,000 円 

組換えワクチ

ン：10,500 円
（1 回あたり）※全

2 回 

ヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能の

障がい（身体障害者手

帳 1 級相当） 

   ※上記は変更となる場合があります。詳細は接種前に市ホームページ等でご確認ください。 

※生活保護受給者及び中国残留邦人等の支援給付受給者は、所定の手続きにより無料で接種できます。 

 

（１）利用方法 

接種実施医療機関で予防接種を受ける際に身体障害者手帳をご提示ください。 

 ◎市ホームページに医療機関一覧を掲載しています。 

（２）お問合せ  松山市保健所 保健予防課 予防接種担当 Tel 911-1858 
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  12 早期支援対策      ＜窓口＞  こども家庭センター すくすく支援課（保健所内） 

妊婦一般 

健康診査 

・妊娠中の母体や胎児の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心し

て妊娠出産できる体制の確保のために、妊婦一般健康診査を医療機関に委託

し行っています。 

・母子健康手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票を交付します。 

Tel  

911-1869 

 

 

Fax  

908-6588 

産婦健康診査 

・産後うつの予防や産後の初期段階の母子に対する支援のために産後２週間、

産後 1 か月の健康診査を医療機関に委託し行っています。 

・母子健康手帳交付時に産婦健康診査受診票を交付します。 

新生児 

聴覚検査 

・先天性聴覚障がいの早期発見・早期支援を行うために医療機関に委託し、出

生後間もない入院中や１か月未満の新生児に対し、個別に聴覚検査を行って

います。 

・母子健康手帳交付時に新生児聴覚検査受診票を交付します。 

拡大新生児スク

リーニング検査 

・治療が可能となった遺伝性難病を早期に発見し、治療につなげるために、生

後間もない入院中や生後２８日未満の新生児に対し、検査を行っています。 

・受検する医療機関で、拡大新生児スクリーニング検査公費助成申込書を記入

し、提出してください。 

乳児一般 

健康診査 

・乳児の身体の異常を早期発見し、心身の健全な発育・発達を促すために 

診察・身体計測・発達観察等の健康診査を医療機関に委託し行って 

います。 

・赤ちゃんセット交付時に乳児一般健康診査受診票を交付します。 

1 歳 6 か月児 

健康診査 

・診察・歯科健診・身体計測・発達相談・栄養相談・育児相談など総合的 

な健診を行っています。 対象の方には 1 歳６～7 か月で個人通知します。 

 

 

Tel  

911-1813 

 

 

Fax  

908-6588 

3 歳児 

健康診査 

・診察・歯科健診・身体計測・発達相談・栄養相談・育児相談など総合的 

な健診を行っています。 対象の方には 3 歳５～6 か月で個人通知します。 

５歳児 

健康診査 

・年度内に５歳になる幼児の保護者に、個人通知します。質問票に回答くださ

い（一段階目）。 

・一段階目の状態から必要時に二段階目集団健診を案内します。 

発達相談 ・言葉の遅れ、情緒面などの個別の相談に応じます（要申込）。 

訪問指導 
・妊産婦・新生児・低出生体重児・乳幼児を対象に訪問し、助言・指導を 

行っています。 

Tel  

911-1821 

Fax  

908-6588 

 

  13 早期療育及びリハビリテーション              

（１）愛媛県立子ども療育センター 
東温市田窪 2135  Tel 955-5533 

 

外来診療 毎週 月～金曜日 

診療時間 午前９時～１２時、午後１時３０分～４時 

診療科目 
整形外科・リハビリテーション科・小児科 

小児精神科（予約制）・歯科（予約制） 

※その他、入院入所、通所、在宅支援のための相談窓口等を設けています。 

（２）愛媛県身体障がい者福祉センター 
松山市道後町 2 丁目 12-11  Tel 924-2101  Fax 923-3717 

障がいの種類や程度に応じて、医師、作業療法士などの専門分野の職員により、 

社会復帰のための訓練を行います。 
 

機 能 回 復 訓 練 

相談・診察 

（相談） 
診察は月 1 回 <要予約> 

訓練 月～金（木・金の午後を除く） 

耳鼻科（聴力検査） 
相談・診察 

（未就学児） 

毎週月曜日 午前９時～１２時 <要予約> 

※聴能訓練は、愛媛県視聴覚福祉センターで実施 
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種  類 内         容 所得控除額等 

所得税 

（松山税務署） 

 

Tel 

941-9121 

障害者控除 

◎ 障害者 

  本人、同一生計配偶者（注）又は扶養親族が身障手帳 3～

6 級、精神手帳 2～3 級、療育手帳Ｂ所持者の場合 

◎ 特別障害者 

  本人、同一生計配偶者又は扶養親族が身障手帳 1～2 級、

精神手帳 1 級、療育手帳Ａ所持者の場合 

◎ 同居特別障害者 

  同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者の場合 

（注）同一生計配偶者とは、本人の配偶者で生計を一にする者

（所得等の制限あり）。 

 

270,000 円 

    

 

400,000 円 

 

   

750,000 円 

市県民税・森林

環境税 

（市民税課） 

Tel  

948-6291 

前年の合計所得が 1３5 万円以下の障がい者 

（注）令和２年度以前は１２５万円以下 
非 課 税 

障害者控除 

◎ 普通障害者 所得税に同じ 

◎ 特別障害者 所得税に同じ 

◎ 同居特別障害者 所得税に同じ 

    

260,000 円 

   300,000 円 

530,000 円 

 

障害者控除対象者

認 定 書 

（障がい福祉課） 

Tel 

948-6369 

介護保険の要介護・要支援の認定を受けられている65 歳以上の方

は、障がい福祉課で認定書の交付を受けることで、障害者控除が受

けられます。 
  

相続税・贈与税 

（松山税務署） 

Tel  

941-9121 

相続税の障害者控除 

障がい者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、一定の要件を

満たした時は、その者の相続税額から次の額が控除されます。 

 ◎一般障害者 （85 歳－相続開始時の年齢）×10 万円 

 ◎特別障害者 （85 歳－相続開始時の年齢）×20 万円 

税 額 控 除 

相続税・贈与税の非課税財産 
精神もしくは身体に障がいのある者(心身障がい者)又はその者を扶

養する者が、条例の規定により地方公共団体が心身障がい者に対し

て実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を相

続・贈与により取得した場合、その権利の価額は、相続税・贈与税

の課税価格に算入されません。 

非 課 税 

特定障害者に対する贈与税の非課税 

国内に居住する特定障害者（特別障害者又は特別障害者以外で精神上

の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の

精神に障がいがある者として一定の要件に当てはまる人）が、特定障

害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信

託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して

特定障害者の納税地の所轄の税務署長に提出することにより、信託受

益権の価額のうち 6,000 万円（特別障害者以外の者は 3,000 万円）

までの金額に相当する部分の価額について贈与税の課税価格に算入

されません。 

非 課 税 

 

 

税について ６ 
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種  類 内         容 所得控除額等 

事 業 税 

両眼の視力が 0.06 以下の視力障がい者が、あん摩、マッサージ又

は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を個人

で営む場合 

＜窓口＞ 中予地方局 課税課  Tel 909-8754 

非 課 税 

新 マ ル 

優 制 度 

 
（各金融機関） 

預貯金等（預貯金、貸付信託、公社債等）の元本の合計額が 350 万円

までの利子（マル優）及び国債・地方債の額面の合計額が 350 万円

までの利子（特別マル優） 

非課税扱い 
対

象

者 

・身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている者 

・国民年金法に基づく障害基礎年金、障害年金の受給者 

・厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害年金の受給者 

・障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当の受給者 

 

 

種  類 内         容 

 

固 定 資 産 税 

（資産税課） 

Tel 

948-6319 

   

 

 

新築された日から１０年を経過した住宅で、令和１３年３月３１日までの間に、高齢者等居

住住宅の改修工事（バリアフリー改修工事）を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に

限り固定資産税額を３分の１減額します。要件などについては、下表のとおりです。 

 

 

 

減額の対象住宅 ・専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅（分譲マンション） 

※貸家住宅の内、所有者自らが居住する部分は対象となる 

※耐震改修住宅の軽減適用中は該当しません 

減額の要件 ・次のいずれかの者が、工事が完了した日に居住していること 

① ６５歳以上の者 

② 要介護又は要支援の認定を受けている者 

③ 障がい者 

・次の工事で、補助金等を除く自己負担額が５０万円を超える工事 

① 廊下の拡幅      ⑤ 手すりの取付け 

② 階段の勾配の緩和   ⑥ 床の段差の解消 

③ 浴室の改良      ⑦ 引き戸・折り戸等への取替え  

④ 便所の改良      ⑧ 床表面の滑り止め工事 

・改修後の住宅の床面積が４０㎡以上２４０㎡以下であること 

・一戸あたり居住部分１００㎡相当分まで 

・一戸について軽減措置の適用は１回限り 

※令和８年３月３１日までは改修後の住宅の床面積が５０㎡以上

２８０㎡以下であること。 

減額の申告に必要

な書類 

（改修工事完了後

３か月以内） 

・高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書（資産税課

または資産税課のホームページにあります） 

・次の①～③のうちいずれか 1 通の添付書類が必要 

① ６５歳以上の者が居住している場合は、確認できる住民票の

写し 

② 要介護又は要支援の認定を受けている場合は、確認できる保

険証の写し 

③ 障がい者が居住している場合は、各種手帳の写し 

・工事内容、金額を示す工事明細書、写真及び領収書の写し 

・補助金等の交付を受けている場合、その決定通知書の写し 
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種  類 内         容 

 

自 動 車 税 

（中予地方局 

    課税課) 

Tel  

909-8754 

 

 

軽 自 動 車 税 

（ 市 民 税 課 ） 

Tel  

948-6302 

本人又は心身障がい者(児)と生計を同じくする者等が運転し、心身障がい者(児)のた

めに使用する自動車（障がい者一人につき１台 営業用を除く）が減免される場合

があります。ただし、18 歳以上の身体障がい者については、本人所有の自動車に限

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税については、4 月 1 日以降新たに減免要件に該当することとなった場

合は、当該年度の 2 月末までに限り随時減免申請を受付け、申請した翌月から

年税額の月割相当額が減免される場合があります。（詳細は中予地方局課税課へ） 

※①生計同一者運転の場合は、障がい者の通学・通院・通所・通勤・生業等のために継

続して週 1 回以上又は月 4 回以上使用され、その後 1 年以上の間、週 1 回以上又

は月 4 回以上使用される見込みである証明書が必要です。※買い物は対象外となり

ます。 

※②障がい者と運転者・所有者が、同一の記号番号のマイナ健康保険証をお持ちでない

場合は、申請日前 1 ヶ月以内に交付を受けた同一世帯の住民票、もしくは障がい福

祉課で発行する「生計同一証明書」が必要です。（但し、軽自動車税の場合、同一世

帯であれば、住民票もしくは生計同一証明書は必要ありません。） 

※③軽自動車税の場合、減免申請時にマイナンバーと本人確認書類が必要になります。

申請の際には、マイナンバーのわかるもの、窓口に来た人の運転免許証などの顔写

真入り証明書を持参してください。 

  （自動車税には不要です。） 

※④軽自動車税の減免対象車両は、軽自動車、原動機付自転車(125 ㏄以下)、二輪車、

小型特殊車両となります。 

 

 

 

 

 

区    分 

減免の対象となる範囲 

本 人 運 転 の 場 合 
生計同一者又は常時介護者運

転 の 場 合 （ ※ ① ② ） 

視 覚 障 害 1～4 級 

聴 覚 障 害 2・3 級 

平 衡 機 能 障 害 3 級 

音声機能障害 ( こう頭摘出のみ ) 3 級  

上 肢 不 自 由 1・2 級 

下 肢 不 自 由 1～6 級 1～3 級 

体 幹 不 自 由 1～3 級及び 5 級 1～3 級 

乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障害 

上 肢 機 能 1・2 級 

移 動 機 能 1～6 級 1～3 級 

内部障害 ( 心臓 ･じん臓ほか ) 1・3 級 

免 疫 及 び 肝 臓 機 能 障 害 1～3 級 

知 的 障 害 療育手帳 A 

精 神 障 害 1 級 

  ２つ以上の障がいがある場合には、個別の障害等級で判断されます。 

申請期間は 

4月1日から納期

限までです。 

但し、新規登録で

自動車税がかか

る場合は車両の

登録と同時に申

請が必要です。 
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種  類 内         容 

自動車税環境性能割 

上記の税が免除になる自動車を、本人又は心身障がい者(児)と生計を同じくする者が

取得する場合は減免の対象となる場合があります。 
 ＜窓口＞ 愛媛運輸支局県税駐在 自動車登録課税グループ Tel 957-6621 

心身障害者扶養

共済制度に係る

掛金の控除及び

給付金の非課税 

地方公共団体が条例の規定により実施する心身障害者扶養共済制度の掛金を所得から控除し 

ます。また、当該制度から定期的に支給される給付金を非課税とします。 

＜窓口＞ 市民税課 Tel 948-6290 
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◆運賃割引の各項目の中で使われている対象者の区分は、障がい者の程度に応じて定められた運賃 

種別です。 

◆各手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第 1 種」「第 2 種」の種別が示されています。 

 【身体障がい者】 

第１種 

身体障害者 

視 覚   １～３級、４級の１（視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上

0.1 以下のもの） 

聴 覚   ２～３級 

肢体不自由 上肢１級、２級の１・２（両上肢の機能の著しい障害・両上

肢の全ての指を欠くもの）、下肢１～２級、３級の１、体幹１

～３級、脳原性運動機能障害〔上肢機能障害１～２級（１上

肢のみに運動機能障害がある場合を除く。）、移動機能障害１～３

級（１下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。）〕  

内部障害  ぼうこう又は直腸機能障害４級を除く全ての級 

第２種 

身体障害者 
第１種以外の全て 

 

 【知的障がい者】 

第１種知的障害者 療育手帳Ａ 

第２種知的障害者 療育手帳Ｂ 

 

 【精神障がい者】 

第１種精神障害者 １級 

第２種精神障害者 ２・３級 

 

※写真なし又は旅客運賃減額の記載のない精神障害者保健福祉手帳の場合や、手帳紛失の際に一時的

に発行する「身体障害者手帳所持証明書」では、旅客運賃割引を受けられない場合がございます。必

ず利用される公共交通機関にお問い合わせください。 

 

※精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額の記載がない方については、現在お持ちの手帳（有効期限

内のものに限る）に追記いたしますので、障がい福祉課の窓口まで手帳をご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運賃等の割引・公共料金の減免 ７ 
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  １ ＪＲ運賃の割引               
 

種

別 
乗車形態 

障がい者

の年齢 

割 引 

対象者 

割引になる乗車券の種類 

割引率 普 通 

乗車券 
回数券 定期券 

第

１

種

障

害

者 

本人が単独で 100km を超え

る区間を乗車・船する場合 
制限なし 本人 ○ × × 

5 割引 

本人が介護者とともに 

乗車・船する場合 

12 歳以上 
本人及び 

介護者（１人） 
○ ○ ○ 

12 歳 

未満 

本人 ○ ○ × 

介護者（１人） ○ ○ ○ 
第

２

種

障

害

者 

本人が単独で 100km を超え

る区間を乗車・船する場合 
制限なし 本人 ○ × × 

本人が介護者とともに 

乗車・船する場合 
12 歳未満 介護者（１人） × × ○ 

（１）利用方法 

ＪＲの窓口で各手帳を提示し、割引乗車券を購入してください。 

    介護者の乗車券類は、種類・区間及び有効期限が障がい者と同一のものを、障がい者の 

乗車券類と同時に購入してください。 

各種「手帳所持証明者」や「コピー」などでは割引乗車券を購入することができません。 

必ず原本を提示してください。 

（２）お問合せ先 

 最寄の JR 駅または JR 四国電話案内センター TEL ０５７０－００－４５９２ 

 

  ２ バス及び電車運賃の割引              
 

種 別 割引対象者 割 引 率 

第１種障害者 本人及び介護者（１人） 
5 割引 

第２種障害者 本人のみ 

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、取扱いが異なる場合がありますので、 

各事業者へお問い合わせください。 

（１）利用方法 

・各手帳を提示し、乗車券を購入してください。  

・割引の対象となる交通機関は、四国 4 県の民営バス・電車です。 

・高速バス等については路線ごとに取扱いが異なりますので、事前に確認の上ご利用ください。 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県内路線バスにおいて、現金払い（ＩＣいーカー 

ド不可）での半額割引があります。詳細は事業者へお問い合わせください。 

 

（２）お問合せ先 

 伊予鉄道株式会社 http://www.iyotetsu.co.jp   

    宇和島自動車株式会社 http://uwajimabus.co.jp/ 

    瀬戸内運輸株式会社 http://www.setouchibus.co.jp/ 

JR 四国バス株式会社 http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/guide/guide_waribiki.#syougai . 
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  ３ 旅客船運賃の割引              
 

種 別 割引対象者 割 引 率 

第１種障害者 本人及び介護者（１人） 
各船舶事業者が 

設定する額 
第２種障害者 本人のみ 

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、取扱いが異なる場合がありますので、各事業者

へお問い合わせください。 

（１）利用方法 

・各手帳を乗船券販売窓口にて提示して購入してください。 

・海運会社の認可に基づき割引を受けることができます。（船会社によっては上記のとおりの 

割引を行っていない場合があります） 

（２）透析患者通院支援 

・島しょ部にお住まいで透析治療のために週 2 回以上の通院が必要な方が航路を利用して通院 

した際には、医事薬事課の島しょ部航路運賃助成も対象となります。 

・松山市ホームページ（下記 URL）にてご確認いただくか、医事薬事課にお問い合わせください。 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurasi/iryo/hokenjo/tousyobuuntin.html 

・お問合せ先 松山市保健所 医事薬事課 Tel 911-1804 

（３）身体障がい者自動車航送料助成事業 

  離島に居住する身体障がい者の自動車、原動機付き自転車及び二輪自転車とともに乗船する費用

の片道相当額を助成しています。 

   ・対象者 

    旧中島町、釣島、安居島及び興居島に居住している者で次の①又は②に該当する者 

 ①運転免許証所持者 

      身体障害者手帳３級以上の所持者または療育手帳 A 所持者 

     ②同乗者(被介護者) 

 身体障害者手帳 1 級所持者または身体障害者手帳 2 級でかつ療育手帳Ａ所持者 

・お問合せ先 障がい福祉課 社会参加担当 Tel 948-6353 

 

  ４ 航空運賃の割引              
 

種 別 割引対象者 障がい者の年齢 割引運賃額 

第１種障害者 

本人及び介護者（１人） 12 歳以上 
各航空運送事業者が 

設定する額 
第２種障害者 

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、取扱いが異なる場合がありますので、各事業者

へお問い合わせください。 

 

（１）利用方法 

・国内定期路線で割引を受けることができます。（※国際線不可） 

   ・単独で搭乗する場合は、本人のみの割引です。 

・身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓口にて提示して 

ください。 

（２）お問合せ先 

・各航空会社によって割引率が異なります。利用される航空会社にお問い合わせください。 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurasi/iryo/hokenjo/tousyobuuntin.html
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  ５ 有料道路の割引           
 

種 別 割引となる場合 割 引 率 

第１種障害者 
本人が運転する場合又は 

障がい者を乗せて介護者が運転する場合 
5 割引 

第 2 種障害者 

（療育手帳 B は対象外） 
本人が運転する場合 

※精神障害者保健福祉手帳はどちらも対象外です。 

（１）制度について 

   ・通勤、通院、通学等の日常生活で有料道路を利用する場合、事前登録した車両またはそれ以外

の車両でも割引を受けられます。 

  ・事前に登録ができるのは障がい者１人につき営業に用いられていない「所有者が個人名義の車

両１台」。 

（２）申請方法 

・事前に障がい福祉課の窓口へ下記のものをお持ちのうえ、有料道路障がい者割引制度の証明

の交付を受けてください。ETC を利用し、車両を事前登録する場合はオンライン申請も可能

です。 オンライン申請受付サイト：https://www.expressway₋discount.jp 

※ ETC を利用しない場合は北条支所・中島支所でも申請できます。 

（３）利用方法 

・料金所で手帳に貼っている割引証明シールを見せて、割引後の通行料金をお支払いください。 
 

（４）申請に必要なもの（車両登録をする場合） 

ETC を 

利用しない場合 

①身体障害者手帳または療育手帳 

②登録を希望される自動車の自動車検査証（電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要） 

③運転免許証（第２種障害者の場合のみ） 

ETC を 

利用する場合 

①身体障害者手帳または療育手帳 

②登録を希望される自動車の自動車検査証（電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要） 

③運転免許証（第２種障害者の場合のみ） 

④ETC カード（20 歳以上は障がい者本人名義のものに限る） 

⑤登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC 車載器セットアップ

申込書・証明書」 

   ※車両登録をしない場合は身体障害者手帳または療育手帳、2 種の場合は運転免許証をお持ち 

ください。 

※免許証の提示は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」での提示も可能です。 

（５）お問合せ先 

NEXCO 西日本 お客様センター  TEL ０１２０－９２４―８６３ （年中無休・24 時間） 

二次元コード 
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  ６ タクシー運賃の割引   ＜窓口＞障がい福祉課 Tel 948-6433 Fax 932-7553             
 

種 別 割引率 利用方法 

身体障害者手帳、療育手帳、 

精神障害者保健福祉手帳 

いずれかを交付されている方 

１割引 
運転手に手帳を呈示してください。 

（但し、一部のタクシー会社では使用不可） 

 

〇重度障害者タクシー利用助成事業 

 一般 タクシー利用者 福祉 タクシー利用者 

対象者 

・市内に居住する在宅の 

身体障害者手帳１級・2 級、療育手帳

Ａ、精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

 

※障害者支援施設、養護老人ホーム、 

特別養護老人ホーム、児童福祉施設、 

保護施設、介護老人保健施設に入所 

されている方は対象ではありません。 

 

※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切

れている場合は、申請前に更新の手続き

が必要です。また申請には手帳に顔写真

の貼付が必要です。 

・下記の条件を全て満たす市内に居住する 

在宅の方 
 

①身体障害者手帳１級 

②下肢・体幹・移動機能障害の 

いずれかが１級 又は ２級 

③車いすや電動車いすを常時使用して 

いる方 又は ストレッチャーを使用 

している方 
 

※障害者支援施設、養護老人ホーム、 

特別養護老人ホーム、児童福祉施設、 

保護施設、介護老人保健施設に入所 

されている方は対象ではありません。 

助成額 
乗車１回につき 600 円 

（１年度間に２４回分の助成券を交付） 

乗車１回につき 500 円 

ただし、１回の乗車が 1,000 円を超え

る場合は、1,000 円まで可能 

（１年度間に２４回分の助成券を交付） 

利用方法 

・乗車１回につき、運転手に助成券１枚を 

渡してください。 

・差額は利用者がお支払いください。 

・乗車１回につき、運転手に助成券１枚 

（料金が 1,000 円を超える場合は、 

２枚まで利用可）を渡してください。 

・差額は利用者がお支払いください。 

利用対象 

タクシー 
助成券に書かれているタクシー会社一覧をご覧ください。 

利用期間 
助成券の交付を受けた日からその年度末（３月３１日）まで 

※1 年度ごとに交付を受ける必要があります。 

申請方法 

・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳）を提示し

各窓口でお渡しする交付申請書での申請

が必要です。 

・身体障害者手帳を提示し、各窓口でお渡 

しする交付申請書での申請が必要です。 

・車いす等の使用状況を確認しますので、 

使用状況がわかる書類を求めることが 

あります。（ケアプラン等の介護保険 

関係書類や車いすの仕様書など） 

申請に 

必要なもの 

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳） 
身体障害者手帳 

交付場所 

障がい福祉課・各支所 

福祉届出コーナー(市役所本館１階)  

※精神障害者保健福祉手帳 1 級の方は障

がい福祉課のみでの受付です。 

障がい福祉課・中島支所 

福祉届出コーナー(市役所本館１階) 

※中島支所以外の支所では交付できません。 

                                 

※注 紛失した場合でも再交付できません。 
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  ７ ＮＨＫ受信料の免除   ＜窓口＞障がい福祉課 Tel 948-6369 Fax 932-7553             

（１）対 象 者 

   ①全額免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する者を構成員とする

世帯で、その構成員の全員が市民税非課税の場合 
 

   ②半額免除 次のいずれかの者が世帯主であり、かつ受信契約者である場合 

・身体障害者手帳を所持する視覚又は聴覚障がい者 

・身体障害者手帳を所持する者で等級が 1 級又は 2 級の者 

         ・重度の知的障がい者と判定された者 

         ・精神障害者保健福祉手帳を所持する者で等級が１級の者 

＊申請後、年に一度対象要件(所得状況等)を確認し、免除対象外となる場合があります。 
 

（２）申請方法 

  ・障がい福祉課の窓口へ障害者手帳と受信契約者の印鑑をお持ちのうえご申請ください。 

  ※松山市で市民税が確認できない場合等は、非課税証明書の提出が必要です。 

                   障がい福祉課 Tel 948-6369 
 

（３）お問合せ先 

NHK ふれあいセンター  TEL ０５７０－０７７－０７７ 

                       受付時間 午前９時～午後６時   

   ※お持ちの電話から繋がらない場合は、TEL ０５０－３７８６－５００３ にかけてください。 

 

  ８ 公共施設等の入場料          
 

施 設 等 名 

手帳の種類 

割 引 額 利用方法 身

体 

療

育 

精

神 

松山中央公園プール（アクアパレットまつやま） 

総合コミュニティセンター体育館（個人利

用）・温水プール、中島 B&G 海洋センタープ

ール 

○ ○ ○ 

半 額 

※その介護人も同様に半額となります

が団体利用の際は、各施設へお問合せ

ください。 

手帳を窓口に 

呈示してくだ

さい 

松山城山ロープウェー・リフト料金 

松山城閣観覧料、松山城二之丸史跡庭園 

松山市立子規記念博物館 

坂の上の雲ミュージアム 

埋蔵文化財センター・考古館 

市営駐輪場（大街道） 

○ ○ ○ 無 料 

愛媛県美術館 ○ ○ ○ 
コレクション展 無料 
※その介護人１名も同様に無料となります。 

愛媛県歴史文化博物館 

愛媛県総合科学博物館 
○ ○ ○ 

常設展示 無料 
※その介護人１名も同様に無料となります。 

愛媛県立とべ動物園 ○ ○ ○ 
無料  
※その介護人１名も同様に無料となります。 

 

対象施設 割引率 要件 窓口 

中央公園テニスコート 

空港東第四公園テニスコート 

湯月公園テニスコート 

河野別府公園テニスコート 

半額 

テニスコート 1 面を専用利用する場合、障がい者（身体障害者手

帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者）

とその介護人（障がい者 1 名に対して 1 名）の人数がコートを利

用する総人数の半数以上となること。 

共用利用する場合においては、障がい者及び介護人のみを減免対象

とする。（湯月公園テニスコートのみ） 

各施設 

管理事務所 

野外活動センター 半額 

施設利用する場合、障がい者（身体障害者手帳、療育手帳又は精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている者）とその介護人（障がい

者 1 名に対して 1 名）の人数が総人数の半数以上となること。 

※宿泊代のシーツ代やバーベキュー時の薪・炭代等一部半額減免が

適用されない場合があります。詳しくは野外活動センターまでお問

い合わせください。 

野外活動 

センター 

※このほかにも民間企業での障がい者に対するサービスもあります。 
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  ９ 郵便料金の割引          
 

内  容 割 引 額 備  考 

点字郵便物※、点字用紙及び 

盲人用録音郵便物 
無料（3 ㎏以内） 

日本郵便株式会社が指定する施設から差し出

し、又はこれらの施設にあてて差し出されるも

のに限る。 

（※については、その限りではありません。） 

心身障がい者団体が発行する定期

刊行物に対する低料第三種郵便物

の承認条件の特例 

① 月 3 回以上発行の新聞 

 50g まで 8 円 

（一般 42 円） 

②その他 50g まで 15 円  

（一般 63 円） 

1 回の発行部数が 500 部以上 

発行部数のうち 80％は有料で発売されている

こと 

※日本郵便株式会社の承認が必要 

 

心身障害者用ゆうメール 

 

150g まで  92 円 

250ｇ まで 110 円 

500ｇ まで 150 円 

1kg まで 180 円 

2kg まで 230 円 

2kg 超  310 円 

心身障害者用ゆうメールは、一定の図書館との

間で発受するものに限る。 

聴覚障害者用ゆうパック 

点字ゆうパック 

60 サイズ  100 円 

80 サイズ  210 円 

100 サイズ 320 円 

120 サイズ 420 円 

140 サイズ 520 円 

160 サイズ 630 円 

170 サイズ 730 円 

 

聴覚障害者用ゆうパックは、日本郵便株式会社

が指定する施設との間で発受するものに限る。 
 

例）60 サイズの場合 

A+B+C=60cm 以内 

 

 

 

 

  10 ふれあい案内               TEL ０１２０－１０４－１７４          
 

一定の障がいのある方を対象に、無料で電話番号を案内するサービスです。 

（事前に NTT 西日本への登録が必要）。 

（１）対象者 

身体障害者手帳：視覚障害 1～6 級、肢体不自由（上肢・体幹・運動機能障害の 1・2 級）、 

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 
 

 

 

 

  11 入浴料の割引                      
 

 後温泉椿の湯を含む市内一般公衆浴場７か所の入浴料を、本市に住民登録のある身体障害者手帳、療

育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方を対象に、1 年度 50 回を限度として割引 

 申込方法等は、各浴場、各支所、障がい福祉課、市民サービスセンターにある申込書をご確認くださ

い。 
 

 身体・知的・精神障がい者  

・・・障がい福祉課 社会参加担当 別館１Ｆ☎948-6433 fax932-7553 

  

 
 

【対象となる一般公衆浴場７か所】 
 浴場名 住所 電話番号 

１ 寿温泉 緑町 2 丁目 6-20 089-921-5961 

２ 清水湯 清水町 2 丁目 14-5 089-924-8355 

３ 白泉湯 南斎院町 1154-1 090-3989-1470 

４ 新開温泉 雄郡 1 丁目 6-16 089-931-2429 

５ 水晶湯 柳井町 1 丁目 8-13 089-941-3616 

６ 小富士温泉 高浜町 2 丁目 1458-6 089-953-1639 

７ 道後温泉椿の湯 道後湯之町 19-22 089-935-6586 

Ａ  

Ｂ 

Ｃ 

二次元コード 
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マイナポータルと障害者手帳の連携について  

 マイナポータルと障害者手帳の情報を連携させることで、有料道路割引やＮＨＫ受信料減免（半

額）のオンライン申請が可能です。連携方法は以下のとおり 

 

     

マイナポータルにログイン  TOP ページの【その他のわた

しの情報】をクリック 

 わたしの情報ページの【福祉・介護】、  

【障害保健福祉】を順にクリック  

     

取得する情報を選択し、 
【確認する】をクリック 

 取得する情報の内容を確認し、  
【取得する】をクリック 

 【回答結果一覧へ】をクリックし、 
取得した手帳情報を確認 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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     ※給付金の請求時には、医師の診断書（所定の様式）が必要です。 

年 金 の 

種  類 
受    給    要    件 

障 害 

基礎年金 

○初診日(※)が 20 歳以降の場合 

① 初診日が国民年金の被保険者期間または日本国内に住んでいて 60 歳以上 65 歳 

未満の年金制度に加入していない期間にあること 

② 一定の保険料納付要件を満たしていること（一定とは法で定める要件） 

③ 障害認定日に障害等級（国年令別表１・２級）に該当していること 

 

○初診日が 20 歳前の場合 

① 初診日が 20 歳前であること 

② 20 歳になったとき（障害認定日が 20 歳以降のときは障害認定日）に 

障害等級（国年令別表１・２級）に該当していること 

 

(注)障害認定日に障害の状態が軽くても、その後 65 歳に到達するまでに症状が重く 

  なったときには、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。 

(注)老齢基礎年金を繰上げ受給している方を一部除きます。 

(※)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 

障 害 

厚生年金 
(年金事務所

へ担当課よ

り 確 認 ) 

 

(1) 初診日が厚生年金の被保険者期間であること 

(2) 一定の保険料納付要件を満たしていること（一定とは法で定める要件） 

(3) 障害認定日に障害等級（国年令別表１・２級、厚年令別表第一３級）に 

該当していること 

障害厚生年金（報酬比例）・障害手当の計算式…① 

（平均標準報酬月額× ×平成 15 年 3 月までの被保険者期間の月数）＋ 

（平均標準報酬額× ×平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の月数） 

(注)被保険者期間の月数は、300 月（25 年）に満たないときは 300 月として計算 

障 害 

手 当 金 
(年金事務所

へ担当課よ

り 確 認 ) 

 

(1) 初診日が厚生年金の被保険者期間であること 

(2) 一定の保険料納付要件を満たしていること（一定とは法で定める要件） 

(3) 傷病が初診日から 5 年経過するまでに治り、障害厚生年金を受け取ることがで 

きる状態よりも軽いこと。また、一定の障がいの状態（厚年令別表第二）にあ 

ること 

 

 ※障害年金等の請求時には、医師の診断書（所定の様式）が必要です。 

給 付 金 

の 種 類 受    給    要    件 

特別障害

給 付 金 

国民年金の任意期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等の受給権を有していな

い障がい者の方が、受けられます。支給の対象は下記の方です。 

 (1) 平成 3 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった学生 

 (2) 昭和 61 年 3 月以前に国民年金任意加入対象者で、そのとき 厚生年金・共済組合等の 

加入者の配偶者であった人 

であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日（※）があり、現在の障害の程度が

障害基礎年金 1・2 級相当に該当することが必要です。 

（※）障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 

1000

125.7

1000

481.5

年金・手当 ８ 
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年  金  額 そ  の  他 問合せ先 

１級   

S31.4.2 以降生まれ  

1,059,125 円（月額 88,260 円） 

S31.4.1 以前生まれ 

1,056,125 円（月額 88,010 円） 

２級   

S31.4.2 以降生まれ  

847,300 円（月額 70,608 円） 

S31.4.1 以前生まれ 

844,900 円（月額 70,408 円） 

 

 

 

 

（年金額は令和８年 4 月から） 

・支給日 

2･4･6･8･10･12 月の 15 日 

・子の加算 

障害基礎年金の受給権者によっ

て生計を維持されている 18 歳

到達年度末までの子（障がいの

ときは 20 歳未満）がいる場合

は加算 

・初診日が 20 歳前の障害基礎 

年金については本人所得等 

の制限あり 

・障害基礎年金受給者の国民 

年金保険料は法定免除になりま

す。（納付希望の場合は追納申し

込みが必要です） 

・保険給付・年金課（別館３F）  

 Tel 948-6387 

 

１級 

①式×1.25＋配偶者の加給年金額で

算出された金額 

２級 

①式＋配偶者の加給年金額で算出さ

れた金額 

※配偶者の加算年金額は 

 243,800 円 

３級  

①式で算出された金額 

※最低保証額  

S31.4.2 以降生まれ 635,500 円 

S31.4.1 以前生まれ 633,700 円 

・支給日 

2･4･6･8･10･12 月の 15 日 

 

・障害厚生年金（1・2 級）の 

 受給者によって生計を維持され

ている配偶者（65 歳未満） が

いる場合は加給年金額が加算 

 

・１・２級該当者は障害基礎年 

金も支給される（子の加算） 

・松山東年金事務所 

松山市朝生田町 1 丁目 1-23 

 Tel 946-2146 

 

 

・松山西年金事務所 

松山市南江戸 3 丁目 4－8 

 Tel 925-5105 

 

 

 

・初診日が共済組合員期間の 

 場合は各共済組合 

 

 

 

 

①式×２で算出された金額 

 

S31.4.2 以降生まれ 1,271,000 円 

S31.4.1 以前生まれ 1,267,400 円 

 

・支給は１回のみ 

   

 

支  給  額 そ  の  他 問合せ先 

１級 月額 58,650 円 

２級 月額 46,920 円 

 

（支給額は令和８年 4 月から） 

・支給日 

2･4･6･8･10･12 月の 15 日 

 

本人所得制限、公的年金との併

給制限 

特別障害給付金受給者の国民

年金保険料は免除されます。

（申請により） 

・保険給付・年金課（別館３F）  

 Tel 948-6387 

 

加算対象の子 加算額 

1人目・2人目 各 243,800円 

3人目以降 各  81,300円 

 



37 

 

 

手当の種類 受  給  要  件 支  給  要  件 

特 別 児 童 

扶 養 手 当 

・身体障がい(１～４級一部程度)や知的障が

い〔療育手帳 A 及び B の一部程度〕また

は一定の精神障がいのある 20 歳未満の

児童と生計同一であるとき 

・所得が一定の額以下であること 

・施設に入所していないこと 

 

特

別

障

害

者

手

当

等 

障 害 児 

福 祉 手 当 

・身体障がい（1・2 級一部程度）や知的障

がい〔療育手帳 A(最重度程度)〕があり、

常時介護を必要とする 20 歳未満の児童

であるとき 

・所得が一定の額以下であること 

・施設に入所していないこと 

・障がいを支給事由とする障害年金等

を受けていないこと 

特 別 障 害 

者 手 当 

 

・重度の障がいが重複するなど、常時特別な

介護が必要な２０歳以上の者 

                

・所得が一定の額以下であること 

・施設に入所していないこと 

福 祉 手 当 

・20 歳以上の従来の福祉手当受給者で障害 

 基礎年金、特別障害者手当が受けられな 

 いものに特別支給 

・所得が一定の額以下であること 

・施設に入所していないこと 

・障がいを支給事由とする障害年金等

を受けていないこと。 

市重度心身障害

児 童 福 祉 年 金 

・20 歳未満の児童で身体障害者手帳(１～

３級)または療育手帳 A・B(中度)の所持者

と生計同一のとき 

※療育手帳 B(軽度)は対象外 

・保護者及び児童が松山市内に居住し

ていること 

・保護者が市内に１年以上引き続いて

居住していること 

市重度心身障害 

者 介 護 激 励 金 

・身体障害者手帳(１・２級)または療育手 

帳 A（最重度）の所持者で常時介護が必 

要な 20 歳以上の重度心身障がい者を在

宅で介護しているとき 

・介護者と被介護者が市内に１年以上

引き続いて居住していること 

・介護者と被介護者は同一世帯であ 

 ること 

・被介護者が介護保険の要支援・要 

 介護の認定を受けていないこと 

・被介護者が障害者支援区分の認定を

受けていないこと 

児 童 扶 養 手 当 

・父(母)が重度の障がい(障害年金 1 級程度、

常時介護を必要とする)を持つ 18 歳到達

の年度末までの児童の母(父)に支給 

・父(母)の離婚や死亡等により、18 歳到達

の年度末までの児童を養育している母(父)

または養育者に支給（児童に一定の障がい

のある場合は 20 歳未満） 

・公的年金受給者は年金額が児童扶養

手当額を下回っていること 

・児童が施設に入所していないこと 

・所得が一定の額未満であること 

県 災 害 遺 児 

福 祉 手 当 

 災害や事故により生計を維持している父

又は母が死亡もしくは重度の障がいとなっ

たときに児童の養育者に支給 

・支給要件に該当する児童が義務教育

修了前および高校在学中であること 

市 災 害 遺 児 

福 祉 年 金 

災害や事故により生計を維持している父

又は母が死亡もしくは重度の障がいとなっ

たときに児童の養育者に支給 

・支給要件に該当する児童が義務教育

修了前であること 
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手当額（月） そ  の  他 問合せ先 

 １級   58,450 円 

 ２級   38,930 円 

・該当児童本人が公的年金を受給してい 

ると支給されない 

・認定基準あり 

支給月 4・8・11 月 
 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

Tel 948-6017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支給要件及び手当額は、

令和８年４月１日現在の

ものです。 

16,560 円 
 

・該当児童本人に支給される 

・認定基準あり 

 支給月 2・5・8・11 月 

30,450 円 
 

・３か月以上入院すると受給できない 

・認定基準あり 

支給月 2・5・8・11 月 

16,560 円 
 

・昭和 61 年 4 月以降、新規受給申請はで

きない 

・特別障害給付金を受給すると資格を失

う 

支給月 2・5・8・11 月 

年額   24,000 円  

・所得制限なし 

 支給月 3・9 月 

 

10,000 円 ・所得制限なし 

 

 

 支給月 4・8・12 月 

 

 

 

 

児童１人につき 

月額 48,050～11,340 円 

 

２人目以降一人につき上記に 

11,350～5,680 円加算 

 

支給月 1･3･5･7･9･11 月 

 

子育て支援課 

Tel 948-6845 

Fax 934-1814 月額   3,000 円 

支給月 3･7･11 月 

月額   2,000 円 支給月 3･7･11 月 

・義務教育就学中の児童には別に就学激

励金 15,000 円が 5 月に支給される 
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心身障害者扶養共済制度 

 この制度に加入すると、加入者（保護者）が亡くなったり、重度障がいの状態になった後、障がい者 

（児）に一定額の終身年金が支給されます。 

年金の種類 受  給  要  件 支  給  要  件 

年  金 

・心身障がい者（児）の保護者（加入者）が 

 先に死亡または重度障がいになったとき 

 

 

 

 

・制度に加入し、継続して掛金を納 

付していること 

 

 

 

 
 

加 

入 

要 

件 

 

 
弔 慰 金 

・１年以上加入後、加入者より先に心身 

 障がい者（児）が死亡したとき 

 

  

保護者 

・市内に住所を有すること 

・65 歳未満であること 

・特別な病気や障がいのない者 

 心身障がい者 

・知的障がい者 

・身体障がい者（１～３級） 

・精神又は身体に永続的な障 

がいのある人で前項と同程度

の障がいと認められる者 
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年  金  額 そ   の   他 問合せ先 

１口につき 

月額    20,000 円 

 

 

 

 

・２口まで加入できる 

 

・保護者の年齢により掛金が異なる 

 

 

・掛金に対して、生活保護世帯及び非課税

世帯は、市・県の補助がある。一般世帯

（均等割のみ課税されている世帯に限

る。）は市のみ補助がある。 

 

 

 

・加入時の状況により掛金免除「65 歳以 

 上に達し、かつ、20 年継続して加入者 

であるもの」措置がある 

障がい福祉課 

Tel 948-6017 

 

１口につき 

1～4 年  50,000 円 

5～19 年  125,000 円 

20 年以上 250,000 円 

 

※平成 20 年 4 月 1 日以降の

加入者 
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  １ 補装具          

 

種    類 内          容 

 

補装具の購入等 

(支給要件があります) 

 身体の失われた部分や思うように動かすことのできない部分を補って、 

日常生活や社会生活をしやすくするために以下の物を支給しています。 

 障がい部位の手帳を持っている方及び難病患者等が対象ですが、支給要件 

がありますので、必ず（障がい福祉課）窓口でご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）申請に必要なもの 

身体障害者手帳、申請書、要否意見書、マイナンバーの確認できるもの  

（難病患者等の場合は、診断書又は特定医療費（指定難病）受給者証）等 

 

（２）利用者負担 

・補装具費の原則１割を利用者（もしくは保護者）の方に負担していただきますが、所得に 

応じて月額負担上限額を設定します。 

・障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上（市民税所得割の最多納税者の税額が 

46 万円以上）の場合は、支給対象外となります。 

 ※世帯とは、利用者本人及び配偶者をいう。 

 

（３）窓 口 

・障がい福祉課  Tel 948-6369  Fax 932-7553 

 

（４）その他 

   介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先されます。 

 

 

 

 

障がい部位 補  装  具  の  種  類 

視 覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴 覚 補聴器、人工内耳音声信号処理装置（修理のみ） 

肢体不自由 

義肢、装具、車椅子、歩行補助つえ、歩行器、電動車椅

子、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 

車載用姿勢保持装置 

 

※以下は児童のみ 

起立保持具、排便補助具 

 

補装具・日常生活用具 ９ 
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  ２ 日常生活用具の給付          

 

 種     目 障害及び程度 備    考 
耐用 

年数 

視
覚
障
害 

視覚障害者用 

ポータブルレコーダー 

（又はテープレコーダー） 

視覚障害２級以上 

※原則学齢児以上 

ポータブルレコーダーについて

は既にテープレコーダーの給付

を受け給付日より２年に満たな

い者は、原則として給付対象外 

６年 

 

テープ 

レコーダー 

５年 

視覚障害者用時計 
視覚障害２級以上 

※原則 18 歳以上 
 １０年 

点字タイプライター 

視覚障害２級以上 

（就労・就学している者又は就労が見込まれ

る者に限る。） 

 

 ５年 

電磁調理器 

・視覚障害２級以上 

（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） 

・１８歳以上の療育手帳重度又は最重度          

 ６年 

音声式体温計 

視覚障害２級以上 

（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯） 

※原則学齢児以上 

 ５年 

点字図書 

主に情報の入手を点字によって行っている 

視覚障害者 

※原則学齢児以上 

点字により作成された図書 

（月刊や週刊等で発行される 

雑誌を除く） 

ー 

音声式体重計 
視覚障害２級以上 

（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） 
 ５年 

視覚障害者用読書器 

視覚障害者であって、本装置により文字等を 

理解することが可能になる者 

※原則学齢児以上 

  ８年 

歩行時間延長信号機用小型

送信機 

視覚障害２級以上 

※原則学齢児以上 
 １０年 

点字ディスプレイ 
視覚障害２級以上 

※原則 18 歳以上 
 ６年 

視覚障害者用活字文書読上

げ装置 

視覚障害２級以上 

※原則学齢児以上 

文字情報を暗号化した情報を音

声信号に変換して出力する機能

を有するもの 

６年 

点字器 

視覚障害者で、点字による文書作成が可能な

者又は盲学校等において、これから習得しよ

うとする者 

点筆を含む 7 年 

情報・通信支援用具 

視覚障害 2 級以上 

（当該用具を接続し、使用し得るパソコン本

体を所持する者） 

※原則学齢児以上 

 6 年 

地デジ対応ラジオ 
視覚障害 2 級以上 

※原則学齢児以上 
 6 年 

 音声式血圧計 

視覚障害２級以上 

（１８歳以上の者で視覚障害者のみの世帯） 

           ※１世帯に１台のみ 

 ５年 
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 種     目 障害及び程度 備    考 
耐用 

年数 

聴
覚
障
害 

聴覚障害者用屋内信号装置 

(サウンドマスター、聴覚障害 

者用目覚時計、聴覚障害者用 

屋内信号灯を含む) 

聴覚障害２級以上 

（聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世

帯で日常生活上必要と認められる世帯） 

※原則 18 歳以上 

 １０年 

聴覚障害者用通信装置 

聴覚障害者又は音声言語そしゃく機能に障害

があり発声・発語に著しい障害を有する者で

あってコミュニケーション、緊急連絡等の手

段として必要と認められる者 

 ※原則学齢児以上 

ＦＡＸ等 ５年 

聴覚障害者用情報受信装置 

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの

視聴が可能になる者 

               

 ６年 

肢
体
不
自
由 

便器 

・下肢又は体幹機能障害２級以上 

  ※原則学齢児以上 

・難病患者等で常時介護を要する者 

ポータブルトイレ等 ８年 

特殊便器 

・上肢機能障害２級以上又は療育手帳重度・

最重度 

  ※原則学齢児以上 

・難病患者等で上肢機能に障がいのある者 

洗浄便座等 

住宅改修を伴うものを除く。 
８年 

特殊マット 

・下肢又は体幹機能障害 1 級で原則３歳以上

の者（常時介護を要する者に限る。） 

・療育手帳重度又は最重度で原則 3 歳以上の者 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

褥瘡予防マット等 ５年 

特殊寝台 

・下肢又は体幹機能障害２級以上 

※原則学齢児以上 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

電動ベッド等 ８年 

訓練用ベッド 

・下肢又は体幹機能障害２級以上の者で医師

の意見書により必要性が認められる者 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいの

ある者 

 ８年 

訓練いす 
下肢又は体幹機能障害２級以上の児童 

（原則３歳以上）        
 ５年 

情報・通信支援用具 

上肢障害２級以上 

（当該用具を接続し、使用し得るパソコン本体

を所持する者） 

※原則学齢児以上 

 ６年 

特殊尿器 

・下肢又は体幹機能障害１級 

（常時介護を要する者に限る。） 

※原則学齢児以上 

・難病患者等で自力で排尿できない者 

 ５年 

入浴担架 

下肢又は体幹機能障害２級以上 

（入浴にあたって、家族等他人の介助を要す

る者に限る。） 

   ※原則３歳以上 

 ５年 

体位変換器 

・下肢又は体幹機能障害２級以上 

（下着交換等にあたって家族等他人の介助を

要する者） 

  ※原則学齢児以上 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

 ５年 

Ｔ字状・棒状のつえ 

・平衡機能、下肢機能、体幹機能障害又は運

動機能障害（移動）を有する者 

※原則 3 歳以上 

・難病患者等で下肢が不自由な者 

  ３年 

携帯用会話補助装置 

音声言語機能障害又は肢体不自由者であっ

て、発声・発語に著しい障害を有する者 

※原則学齢児以上 

 ５年 
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 種     目 障害及び程度 備    考 
耐用 

年数 

肢
体
不
自
由 

入浴補助用具 

・下肢又は体幹機能障害者（入浴に介助を必

要とする者） 

※原則３歳以上 

・難病患者等で入浴に介助を要する者 

住宅改修を伴うものを除く。 ８年 

移動用リフト 

・下肢又は体幹機能障害２級以上 

※原則３歳以上 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいが

ある者 

住宅改修を伴うものを除く。 ４年 

移動・移乗支援用具 

・平衡機能、下肢機能又は、体幹機能に障害

を有し、家庭内の移動等において介助を必要

とする者 

※原則３歳以上 

・難病患者等で下肢が不自由な者 

手すり・スロープ等。住宅改修を

伴うものを除く。 
８年 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 

・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非

進行性の脳病変による運動機能障害（移動機

能障害に限る。）を有する者であって障害等

級３級以上の者 

※原則学齢児以上 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいの

ある者 

障害者の移乗等を円滑にする用具

で設置に小規模な住宅改修を伴う

もの 

・手すりの設置 

・床段差の解消 

・床材の変更 

・扉の変更 

・和式便器から洋式便器への交換 

― 

内
部
疾
患
・
そ
の
他 

動脈血中酸素飽和度測定器 

（パルスオキシメーター） 

・呼吸器又は心臓機能障害３級以上の者で医

師の意見書により必要性が認められる原則学

齢児以上の者 

・難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 

 ５年 

透析液加温器 

腎臓機能障害３級以上で自己連続携行式腹膜

灌流法（CAPD）による透析療法を行う者   

※原則３歳以上 

 ５年 

酸素ボンベ運搬車 
医療保険による在宅酸素療法を行う呼吸器機

能障害者                     
 １０年 

ネブライザー（吸入器） 

・呼吸器機能障害３級以上又は医師の意見書

により必要性が認められる肢体不自由障害 2

級以上若しくは音声言語そしゃく機能障害 3

級以上の者 

※原則学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 

 ５年 

電気式たん吸引器 

・呼吸器機能障害３級以上又は医師の意見書

により必要性が認められる肢体不自由障害 2

級以上若しくは音声言語そしゃく機能障害 3

級以上の者 

 ※原則学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 

 

 

５年 

 

火災警報器 

障害等級２級以上又は療育手帳重度・最重度 

（火災発生の感知及び避難が著しく困難な 

障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯） 

 ８年 

自動消火器 

障害等級２級以上又は療育手帳重度・最重度

又は難病患者等  

（火災発生の感知及び避難が著しく困難な 

障害者のみ・難病患者等のみの世帯及び 

これに準じる世帯） 

 

 

８年 

 

頭部保護帽 

平衡機能、下肢機能、体幹機能障害、運動機

能障害（移動）又は療育手帳重度・最重度の

者又は精神障害 2 級以上の者 

（発作等により頻繁に転倒する者に限る。） 

 ３年 

人工喉頭 喉頭摘出者で音声機能障害を有する者  ５年 

ストーマ用装具 

（尿路系） 

ぼうこう機能障害者でストーマを設けている者 
※原則 3 歳以上 

 ― 

ストーマ用装具 

（消化器系） 

直腸機能障害者でストーマを設けている者 
※原則 3 歳以上 

 ― 
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 種     目 障害及び程度 備    考 
耐用 

年数 

内 

部 

疾 

患 

 

そ 

の 

他 

紙おむつ 

（紙おむつ、おしり拭き等

衛生用品） 

3 歳以上であって、次のいずれかに該当し常時紙
おむつの使用が必要であることが医師の意見書
により認められる者 

(1)二分脊椎によるぼうこう又は直腸機能障害者 
(2)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する直
腸機能障害者 

(3)脳原性運動機能障害のうち移動機能障害２級
以上の者 

(4)下肢又は体幹機能障害２級以上の者で、その
障害が乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変
によってもたらされたものであること 

(5)先天性の脊髄性疾患等による下肢又は体幹機
能障害２級以上の者 

(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づき療養介護の事業を行
う事業所又は児童福祉法に基づく医療型障害児
入所施設に入所中であり、高度の排便又は排尿
機能障害があること 

(1)から(5)に該当する場合

は対象となる障害について

身体障害者福祉法第１５条

に基づく指定を受けた医

師、(6)に該当する場合は

入所先の医師による意見書

が必要 

― 

収尿器 高度の排尿機能障害者  ― 

非常用電源 

次の要件を全て満たす者 
・在宅で人工呼吸器を常用しており、医師の意見
書により常用が認められる者 

（「人工呼吸器を常用」とは、人工呼吸器を原則毎
日使用しており、体調の変化等に応じて繰り返し
着脱する等の状態のこと。） 

・身体障害者手帳を所持する呼吸機能障害３級以
上若しくはこれに相当する者又は難病患者等 

次のうち、いずれか一つ  

正弦波インバーター発電機 10 年 

・ポータブル電源(蓄電池) 

・外部バッテリー 

・DC/AC 正弦波カーイン

バーター 
6 年 

 

（１）申請に必要なもの 

・申請書 

・マイナンバーの確認できるもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・難病患者等の方については、特定医療費（指定難病）受給者証等病名や状態がわかるもの 

 （詳しくはお問い合わせください。） 

・このほか用具によって必要になる書類がありますので、お問い合わせください。 

（２）利用者負担 

日常生活用具費の原則 1 割負担ですが、所得に応じて負担上限月額を設定します。ただし、障

がい者本人又は配偶者（児童の場合は、その保護者）のいずれかが一定所得以上（市民税所得

割の最多納税者の税額が 46 万円以上）の場合は、支給対象外となります。 

（３）窓 口 

    障がい福祉課 Tel 948-6369 Fax 932-7553 

（４）その他 

    ・介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先されます。 

    ・障害福祉制度での給付が受けられない場合に、小児慢性特定疾患医療での給付が受けられる

場合があります。（担当：松山市保健所 すくすく支援課 Tel 911-1811） 
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  ３ 日常生活用具の貸与          
 

品 名 対 象 者 料 金 窓 口 

福祉電話 

（電話権をお貸し 

 する制度です） 

聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者（原

則として２級以上）であって、コミュニケーシ

ョン、緊急連絡等の手段として必要性があると

認められる者 

（障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯） 

通話料金は 

本人負担 

障がい福祉課 

Tel 948-6369 

Fax 932-7553 

緊急通報装置 

市内に在住している一人暮らしの在宅の重度身

体障がい者（18 歳以上 65 歳未満）で緊急連

絡等の手段として必要性があると認められる者       
※回線使用料は本人負担 

月額利用料金 

被保護世帯 0 円 
所得税非課税世帯 

500 円 

所得税課税世帯 

1,000 円 

障がい福祉課 

Tel 948-6369 

Fax 932-7553 
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種  類 内         容 申  込 

い こ い の 家 

入 浴 事 業 

◆椿の湯に設置された身体障がい者用浴場を利用することができる。 

◆対象者 

・身体障害者手帳（１級、２級、下肢３級）所持者 

・療育手帳（A 判定）所持者 

・被爆者手帳所持者 

・上記手帳をお持ちの方の介添人 

◆料金 

・松山市民 大人２５０円 子ども１００円 

 ・市外住民 大人５００円 子ども２００円 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

Fax932-7553 

いこいの家 

Tel・Fax 

932-3115 

人工内耳装用者

に対する助 成 

◆聴覚障害者で人工内耳を装用している者に対して、人工内耳用電

池、人工内耳用音声信号処理装置（スピーチプロセッサ）、人工内

耳用イヤモールドの購入費用を助成する。 

◆ただし、人工内耳用音声信号処理装置は、民間保険及び健康保険

が適用されない場合の購入に限る。 

◆助成額 

・人工内耳用電池    補助上限額    2,000 円／月 

・人工内耳用音声信号処理装置 補助上限額  300,000 円 

・人工内耳用イヤモールド 補助上限額 9,000 円(片耳) 

障がい福祉課 

Tel 948-6369 

在宅重度障がい

者 住 宅 設 備 に 

対する助成事業 

◆在宅の下肢・体幹機能障害又は移動機能障害の 1・2 級の身体 

障がい者（児）が日常生活の不便を解消するために行う住宅を 

改善する工事に対し、その経費の一部を助成する。低所得者 

世帯に限る。 

◆助成内容 

1 件 66 万 6,000 円を限度に、工事費の 3 分の 2 を助成する。 

障がい福祉課 

Tel 948-6369 

車いす貸出事業 

◆在宅の歩行困難な方が、通院や旅行等により一時的に車いすを必

要とする場合に貸出します。 

◆無料 

 ※貸出期間は１か月以内 

松山市社会福祉協

議会総務部施設管

理課 

Tel 921-2111 

Fax941-4408 

  

在宅障がい者のための福祉制度 10 
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種  類 内         容 申  込 

自動車運転免許

取得費助成事業 

◆身体障がい者が生業を営み又は就職をする等自立更生のため 

必要とする場合に、教習所で普通運転免許を取得するための 

費用の一部を助成する。 

○運転免許取得後、6 か月以内の申請 

◆対象者 

 身体障害者手帳（１～６級）所持者で松山市内に在住する者 

◆助成額 

授業料の 2 分の 1、 100,000 円以内 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

身体障がい者用 

自 動 車 改 造 

助 成 事 業 

◆身体障がい者が就労等のため、障がい者本人が運転する自動車を 

改造するとき、その自動車の改造に要する経費を助成する。 

 

◆対象者 下記の要件をすべて満たす方 

・前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額）が、改造 

助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を 

超えない世帯に属する者 

・上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を 

受けている者 

・就労等社会参加のために自らが所有し、運転する自動車の 

改造を必要とする者 

※改造は「操向装置」「駆動装置」が対象 

・免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を 

必要とする条件が記されていること 

◆助成額 

 1 件 100,000 円以内 

※自動車改造助成は、改造着手の前に申請が必要です。 

※詳しくは、自動車購入又は改造着手の前にお問い合わせくださ

い。 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

生活福祉資 金 

貸 付 事 業 

◆低所得者世帯、障がい者又は高齢者世帯に対し、経済的自立及び 

生活意欲の助長促進を図るため、家計再建支援として他制度を 

含め、必要な相談援助を行う。 
※ 他の制度や金融機関等の利用が優先されます。 

松山市 

社会福祉協議会 

事業部 

総合相談支援課 

Tel 941-4232 

Fax943-6688 

郵便等による不

在 者 投 票 

◆以下の身体障害者手帳を所持している方や介護保険被保険者証の

区分が要介護５の方は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受

け、投票日 4 日前の午後 5 時まで(必着)に選挙管理委員会に投票

用紙を請求すると、自宅等で郵便による投票をすることができま

す。 

・両下肢、体幹又は移動機能障害（１・２級） 

・内臓障害（肝臓を除く）（１・３級） 

・免疫・肝臓機能障害（１～３級） 

◆代理記載制度 

 上記に該当する方でなおかつ上肢（１級）又は視覚（１級）の 

障害の身体障害者手帳を所持している方は、自宅等で郵便による 

代理記載投票をすることができます。 

選挙管理委員会 

Tel 948-6619 

駐車禁止等規制 

の 適 用 除 外 

◆身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当する障がい 

者の方は、県公安委員会が交付する駐車禁止除外標章、通行禁止 

除外標章を使用することで、県公安委員会の指定する駐車禁止、 

車両の通行禁止（一方通行を除く）、歩行者用道路の交通規制から 

除外されます。 

◆標章交付基準や申請要領等、詳しくは右記へお問い合せください。 

愛媛県警察本部交通

規制課 

Tel 934-0110㈹ 

 

または住所地管轄の

警察署 
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種      類 内        容 

地域福祉サービス

事業 

◆在宅の高齢者、障がい者、ひとり親世帯等で、何らかの原因によって日常生活に 

支障が生じている家庭を、地区社会福祉協議会を通じて協力会員（地域住民）が 

訪問し、簡易な生活援助を行う、地域住民の参加と協力による有料の住民参加型 

在宅福祉サービスです。 

 

※このサービス事業は、地域住民が“お互いさま”の心で、地域ぐるみで支え合う 

活動です。地域によっては、協力会員数やサービス内容等が異なり、必ずしも 

サービス提供ができるとは限りませんのでご了承ください。 

 

◆サービスを利用するには… 

（１）利用できる方 

 ・個人 地区内に居住する高齢者、障がい者、ひとり親世帯等で何らかの原因に 

よって日常生活を正常に維持することが困難と認められる方 

 ・団体 地区内に住所を有する社会福祉施設等で、サービスが必要と認められる 

施設 

（２）サービス提供時間 

サービスは原則として午前 9 時から午後 5 時までの間の必要と認められる 

時間で、1 日 6 時間、1 週 36 時間を限度として行うことになります。 

（３）利用料 

   サービスの提供を受けたものは、活動する協力会員一人につき 30 分毎 

（30 分を単位として端数切り上げ）に 100 円の利用料を地区社協会長に 

お支払いいただきます。 

ただし、サービスに要する材料費、交通費等の諸経費は、利用者にご負担 

いただきます。 

※利用料  利用した時間 30 分：100 円（協力会員一人につき） 

 

◆問合せ先 

松山市社会福祉協議会 地域福祉部地域支援課 

  Tel 941-3828   Fax 941-4408 
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   避難行動要支援者支援制度          

 

地震や風水害などの大災害発生時に、被害を受けやすい高齢者や心身に障がいのある人を名 

簿登録し、消防や警察、民生児童委員等、地域の協力者とともに支援する制度です。 

事前登録の申出があった方について、消防局や担当地区の民生児童委員、協力員と連絡を取り合い、 

避難するための支援体制の構築などに協力していただくこととしています。 

 

登録を希望される方は 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

   個別避難計画          

 

災害時に支援が必要な方が、災害が発生した際にスムーズに避難ができるよう、避難場所や避 

難経路、誰が避難を支援するのか、避難する際の注意点など、災害時に必要なことをあらかじめ 

決めておくものです。 

松山市では、個別避難計画の作成が特に必要な方について優先的に作成に取り組んでいます。 

 

作成を希望される方は 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

・ ひとり暮らしまたは寝たきりの高齢者 

・ 要介護認定を受けている方（３～５） 

・ 身体に障がいのある方（手帳１～３級） 

・ 知的障がいのある方（療育手帳所持者） 

・ 精神に障がいのある方（手帳１～３級）  

・ 難病患者 

（特定医療費（指定難病）受給者証所持者） 

・ 小児慢性特定疾病児童等 

（小児慢性特定疾病医療受給者証所持者） 

施設等入所者は除きます。 

 

・ ひとり暮らしまたは寝たきりの高齢者 

・ 要介護認定３～５の認定を受けている方 

・ 身体障害者手帳１、２級の交付を受けて 

いる方（内部障がいを除く） 

・ 療育手帳 A の交付を受けている方 

・ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けて

いる方  

・ 特定医療費（指定難病）受給者証の交付を 

受けている方のうち、特に医療的ケアが必要

と思われる方 

・ 小児慢性特定疾病児童等で特に医療的ケアが 

必要と思われる方   

・ その他、外部の支援が必要な方 

施設等入所者は除きます。  

障 がい福 祉 課 ＴＥＬ ９４８－６３５３ 

ＦＡＸ ９３２－７５５３ 

 

長 寿 福 祉 課 ＴＥＬ ９４８－６４０８ 

ＦＡＸ ９３４－１８３２ 

 

すくすく支援課 ＴＥＬ ９１１－１８１１ 

ＦＡＸ ９０８－６５８８ 

障 がい福 祉 課 ＴＥＬ ９４８－６３５３ 

ＦＡＸ ９３２－７５５３ 

 

長 寿 福 祉 課 ＴＥＬ ９４８－６４０８ 

ＦＡＸ ９３４－１８３２ 

 

すくすく支援課 ＴＥＬ ９１１－１８１１ 

ＦＡＸ ９０８－６５８８ 
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   ボランティアセンター事業          

 

・松山市ボランティアセンターでは、様々なエリアと分野に及ぶボランティア・市民活動に 

関するコーディネート（ボランティアを求める側と提供する側との調整）をはじめ、活動者 

への支援や学習の場づくり、情報の収集・提供などを行っています。 

 ・ボランティア情報紙「おせったい通信」等の発行、ホームページやＳＮＳを活用したボランテ

ィア情報の発信、ボランティア養成講座（手話・点訳・朗読）、傾聴ボランティア養成講座等各

種講座の開催など、これからボランティア活動をはじめようとする方の応援を行っています。 

・ボランティア活動に興味や関心のある方やボランティアを求めている方は、下記までお問い合

わせください。 

 

【お 問 合 せ 先】 

 松山市社会福祉協議会 団体支援課（ボランティアセンター） 

    松山市若草町８－２ 松山市総合福祉センター１階  

Tel 921-2141   Fax 921-8360 

メールアドレス：vc@matsuyama-wel.jp 

ホームページアドレス  https://www.matsuyama-wel.jp/vc/ 

  

 

https://www.matsuyama-wel.jp/vc/
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  １ 視覚障がい者向けサービス          
 

種  類 内          容 窓  口 

点 訳 ・ 音 訳 奉 

仕 員 養 成 事 業 

視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、点訳や

音訳の指導を行い、点訳又は音訳奉仕員を養成する。 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

愛媛県視聴覚 

福祉センター 

Tel 923-9093 

在宅視覚障害者

点 字 講 習 事 業 

在宅の重度の視覚障がい者に対し、点訳ボランティア等の講

師が居宅を訪問して点字の講習を行う。 

愛媛県視覚 

障害者協会 

 Tel 926-2233 

点字図書の貸出

事 業 等 

点字図書及び録音図書を製作し、視覚障がい者に郵送又は直

接貸出を行う。 

中央図書館 

 Tel 943-8008 

点字図書・録音図書を製作し、全国の点字図書館及び県内の視

覚障がい者等に配布・貸出を行う。 

愛媛県視聴覚 

福祉センター 

 Tel 923-9093 

点 字 広 報 

発 行 事 業 

『広報まつやま』から抜粋した記事を点訳して希望者に配布する。 

年１２回発行 

シティプロモー 

ション推進課 

 Tel 948-6705 

声 の 広 報 

発 行 事 業 

『広報まつやま』その他の生活情報を録音した CD により希

望者に配布する。 

障がい福祉課 

 Tel 948-6433 

中途視覚障害者

歩 行 訓 練 事 業 

中途視覚障がい者に歩行訓練を実施し、単独歩行能力の回復

と社会復帰の促進を図る。 
愛媛県視覚 

障害者協会 

 Tel 926-2233 視覚障害者家庭

生 活 訓 練 事 業 

中途視覚障がい者に対し、家庭生活に必要な日常生活訓練を

行う。 

中途視覚障がい

者生活訓練事業 

視覚障がい者の自立を目的に、歩行訓練、コミュニケーション

訓練、家事動作訓練等を県下の会場又は訪問にて行う。 

愛媛県視聴覚 

福祉センター 

Tel 923-9093 

視覚障がい者向け 

代筆・代読支援者 

養成研修事業 

視覚障がい者の理解と熱意を有するものに対し、在宅等での

代筆・代読を円滑に行うための知識と技術の取得に関する研

修を行い、「視覚障がい者向け代筆・代読支援者」を養成する。 

愛媛県視覚 

障害者協会 

 Tel 926-2233 

 

  

社会参加促進事業 11 
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  ２ 聴覚・言語機能障がい者向けサービス          
 

種  類 内          容 窓  口 

電 話 リ レ ー 

サ ー ビ ス 

聴覚や発話に障がいのある方とその電話の相手方を、オペレ

ーターが手話・文字と音声とを通訳することにより、24 時

間 365 日、電話で双方向につなぐサービス。(事前に利用登

録が必要) 

(一財)日本財団リレー

サービス 
Tel 03-6275-0912 

Fax 03-6275-0913 

文 字 表 示 電 話 

サ ー ビ ス 

「 ヨ メ テ ル 」 

難聴者や中途失聴者などの聞こえにくい人へのサービスとし

て、最新のＡＩまたは文字入力オペレーターにより、通話相

手の声をリアルタイムで文字にする電話アプリ。（事前に登録

が必要） 

ヨメテル・カスタマー

センター 

Tel 0120-328-123 

手 話 通 訳 者 

設 置 事 業 

松山市役所別館１階に手話通訳者を設置し、聴覚言語機能障が

い者の市庁舎内での手続きや相談等における意思疎通支援を

図る。 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

Fax 932-7553 
松山市社会福祉協議会 

権利擁護支援課 

（聴覚総合支援担当） 

Tel 921-2143 

Fax 921-2142 

意 思 疎 通 

支 援 事 業 

聴覚言語機能障がい者が、公的機関や医療機関等を利用すると

きに必要に応じて手話通訳者、要約筆記を派遣する。 

聴覚障がい者等

生 活 訓 練 事 業 

意思疎通手段の獲得についての支援や、日常生活に必要な情報

提供、訪問を行う。 

音声機能障害者

発 声 訓 練 及 び 

発 声 指 導 者 

養 成 事 業 

喉頭摘出により音声機能を喪失した者に対し、発声訓練を行う

と共に発声指導員養成を行う。 

愛声会 

Tel 941-4972 

手 話 通 訳 者 

養 成 事 業 

聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者の福祉に熱意を

有する者に、手話等の指導を行うことにより手話通訳者を養成

する。 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

Fax 932-7553 
松山市社会福祉協議会 

権利擁護支援課 

（聴覚総合支援担当） 

 Tel 921-2144 

 Fax 921-2142 

聴 能 訓 練 事 業 
聴覚障がい児に対して、補聴器装用、聴覚活用、言語・コミ

ュニケーション支援を行う。 

愛媛県視聴覚福祉

センター 

Tel 923-9093 

字 幕 入 り 映 像 

ラ イ ブ ラ リ ー 

運 営 事 業 

聴覚障がい者に対して、字幕入り映像の貸し出しを行う。  

要 約 筆 記 者 

養 成 事 業 

聴覚言語機能障がい者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、

手話習得の困難な中途失聴者、難聴者の意思疎通手段としての

要約筆記者を養成する。 

障がい福祉課 

 Tel 948-6433 

 Fax 932-7553 
松山市社会福祉協議会 

権利擁護支援課 

（聴覚総合支援担当） 

 Tel 921-2144 

Fax 921-2142 
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種  類 内          容 窓  口 

ＦＡＸ110 番 ０１２０－４８８－９９９で愛媛県警察本部に送信できます。 

愛媛県警察本部 

通信指令課 
メール 110 番 

メール１１０番のアドレス「eph_110@alto.ocn.ne.jp」で愛

媛県警察本部通信指令課に送信できます。 
 ※メール１１０番を騙った詐欺事件が県外で発生しています。上

記に記載されたメールアドレス以外からのメール１１０番には

対応しないようにしてください。 

110 番アプリ 

シ ス テ ム 

携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を使用して

110 番緊急通報ができます。（事前に登録が必要です。） 

Ｆ Ａ Ｘ １ １ ９ 

ＦＡＸで１１９番緊急通報ができます。 

ＦＡＸによる救急当番病院のお問合せは 089-924-7000 をご

利用ください。 

※送信用紙は障がい福祉課にも備えてあります。 

消防局 

通信指令課 

Tel 926-9202 

え ひ め Ｎ Ｅ Ｔ 

１ １ ９ 

携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を使って１１

９番緊急通報ができます。※事前に登録が必要です。 

ま つ や ま 

防 災 メ ー ル 

災害・気象情報の発表や大規模な地震発生時などに皆さんがお持

ちのパソコンやスマートフォンへお知らせするメールサービス

です。 

※事前に登録が必要です。 

 

登録方法については、以下のホームページ      

アドレスをご確認ください。         二次元コード 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/bou

sai/all/syusyuhouhou/matsuyamaBM.html                

危機管理課 

 Tel 948-6794 

 

  ３ 内部障がい者向けサービス          
 

種  類 内          容 窓  口 

オ ス ト メ イ ト 

社 会 適 応 訓 練 

事 業 

オストメイト（人工肛門、人工ぼうこう保有者)及びその家族

にストーマ用装具の装着及び相談指導を行う。 

 (公社) 

日本オストミー協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/bousai/all/syusyuhouhou/matsuyamaBM.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/bousai/all/syusyuhouhou/matsuyamaBM.html
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  ４ その他          
 

種  類 内         容 窓  口 

身 体 障 害 者 

生 活 行 動 訓 練 

事 業 

身体障がい者に対して点字・手話等の講習・レクリエーション

等を組織的に行う。 

愛媛県 

視覚障害者協会 

Tel 926-2233 

区
分 

実施項目 実  施  内  容 

視

覚

障

が

い 

視覚障害者文化祭 

視覚障がい者の文化活動の発表の場とし

て開催し、視覚障がい者の文化の向上を

目的とし、毎年それに促した内容で実施

する。 

声の視覚障害者福

祉の発行 

視覚障がい者に対する社会福祉事業の周

知徹底を図るため、「声の視覚障害者福

祉」を発行する。 

更生懇談会 

視覚障がい者の福祉等の向上を更に図る

ために日常生活上の諸問題について懇談

会を行う。 

身 体 障 害 者 

生 活 行 動 訓 練 

事 業 

視
覚
障
が
い 

更 生 訓 練 

講 座 

視覚障がい者が日常生活や就学就労等の

場において、円滑な社会生活を営むため

に必要な日常生活の自立を図るために講

座を開く。 

 

聴
覚
障
が
い 

更 生 訓 練 

講 座 等 

各地域で聴覚障がい者が手話等の講習

会・更生訓練講座等を組織的に行うこと

により、在宅障がい者の福祉の増進を図

る。 

愛媛県 

聴覚障害者協会 

Tel 923-7928 

障 害 者 パ ソ コ ン 

ボ ラ ン テ ィ ア 

養 成 派 遣 事 業 

重度の視覚障がい者及び上肢障がい者の要請に応じて、パソコ

ンボランティアを派遣する（無料） 

※ 対象者 １・２級の視覚障がい者と上肢障がい者 

愛媛県視覚障害者

協会 

Tel 989-7065 

障 が い 者 

ス ポ ー ツ 講 習 

開 催 事 業 

障がい者のためのスポーツ講習を開催し、各種スポーツを通じ

て社会参加への機会を提供する。 

 卓球、フットソフトボ―ル、バスケットボール、 

全国障害者スポーツ大会競技（スラローム・ビーンバック等） 

愛媛県障がい者 

スポーツ協会 

Tel 996-8115 

障 が い 者 

ス ポ ー ツ 大 会 

の 開 催 

 

障がい者の健康の維持、機能の回復、体力の向上等の効果を上

げるとともに障がい者スポーツの振興を図る。 

卓球大会 ソフトボール大会 

愛媛県障がい者スポーツ大会 

全国障害者スポーツ大会 等 

松山市 

障がい福祉課 

Tel 948-6433 

松 山 市 

障 害 者 

ふ れ あ い 

ス ポ ー ツ 大 会 

 

障がい者の積極性、協調精神を養うとともに相互親睦と残存機

能の回復及び自立意欲の向上に努める。 

 

 

松山市 

障がい者団体 

連絡協議会 

Tel 933-0958 
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種  類 内         容 窓  口 

地域コーディネーターによる

体験交流会の開催 

東・中・南予に各 1 名ずつ設置している地域コーディネータ

ーが障がい者スポーツの体験交流会を開催し、障がい者の社会

参加の促進、共生社会の実現及び障がい者スポーツの裾野拡大

を図る。 

 
愛媛県障がい者 

スポーツ協会 

Tel 996-8115 

障がい者サイクリング

（タンデム自転車等） 

体験会の開催 

しまなみサイクリング等を通じて心地よい風を感じながら健康

増進を図るとともに、障がい者の社会参加を促進する。 

ふ れ あ い 

ス ポ ー ツ 

大 会 の 開 催 

障がいの有無に関わらず誰しもが楽しめるボッチャ競技の普及

と振興を図る。 

ス ポ ー ツ 教 室 

障がい者スポーツやレクリエーションを通して、身体機能維持

や仲間づくり等の交流の場を提供する。（県内在住の主に障が

いをお持ちの方対象に第４・５火曜日と毎週金曜日に開催） 

愛媛県身体障がい者

福 祉 セ ン タ ー 

Tel 924-2101 

地域交流サロン

の 開 催 

(レクリエーション等,

文 化 教 室 ) 

地域の方と障がいのある方が気軽に集い、さまざまな「障がい

者スポーツ」や「文化活動」を楽しみ、生きがいづくりや仲間

の輪を広げる活動。 

（レクリエーション等：第１・２・３火曜日に開催） 

（文化教室：毎週木曜日の午後に開催） 

地域・施設等へ

の 派 遣 指 導 

障がい者スポーツ指導について県内関係機関及び団体からの依

頼により、当センターの支援員を派遣し、地域における障がい

者スポーツの普及振興を図る。 

ＩＣＴに関する

相 談 等 

障がい者の特性に応じたＩＣＴ機器の利用を促進するため、障

がい者等からの各種相談や福祉事業所への訪問支援、機器の展

示・貸出、利用体験会等を行う。 

（月曜日から金曜日の午前９時～午後５時  

※ただし、月曜日のみ午後１時～午後５時まで） 

障がい者ＩＣＴサ

ポートセンター 

(愛媛県身体障が

い者福祉センター内)  

Tel 924-2122 

アート（創作・発

表等）に関する

相 談 等 

障がいのある方のアーティスト活動の手伝いや作品紹介などを

通じて、人をつなぎ、障がい者アートの可能性を広げる。舞台

芸術や美術作品等の創作や発表など、芸術文化を通して、障が

い者の社会参加を促進する。 

障がい者アート 

サポートセンター 

(愛媛県身体障が

い者福祉センター内) 

Tel 924-2170 

愛媛労災特別介

護施設「ケアプ

ラザ新居浜」へ

の 入 居 

原則として、傷病・障害等級が１級から３級に該当する労災年

金受給者で、居宅での介護が困難な方を対象に、介護・食事・

入浴等のサービスを提供する。 

ケアプラザ新居浜 

総務課 援護担当 

Tel 0897-67-1122 
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バリアフリーマップ 
 

・お年寄りや障がい者にやさしいバリアフリー情報を掲載した「まつやま市バリアフリ

ーマップ情報サイト」は、松山市社会福祉協議会のホームページからご覧いただけま

す。 

https://www.matsuyama-wel.jp/ 
 

二次元バーコード対応の携帯電話をお持ちの方はこちら  → 

・持ち運びに便利なパンフレット版は、障がい福祉課、松山市社会福祉協議会に 

あります。 
 

・ホームページ上のバリアフリーマップは随時更新を行っており、情報提供にご協力 

いただけるお店等を募集しています。詳しくはボランティアセンターまでお問い合わ

せください。 
 

［お問合せ先］ 

松山市社会福祉協議会 団体支援課（ボランティアセンター） 

松山市若草町８－２松山市総合福祉センター１階 

TEL：921-2141 FAX：921-8360   

メールアドレス：vc@matsuyama-wel.jp 

 

まつやまサポートデータベース 
 

・「まつやまサポートデータベース」は、松山市教育委員会が中心となり、松山市の特別 

支援教育の推進を図るために設置している松山市特別支援教育推進協議会で提案 

された実践事例集です。 

・松山市内の園や小、中学校における生活の中で、特別な支援が必要な幼児、児童、 

生徒に対して有効であった手立て、授業展開の工夫、校内支援体制の工夫等の事例を 

具体的にまとめたものです。 

・「まつやまサポートデータベース」は、下記のアドレスに公開していますので、 

ご家庭においてもぜひご活用ください。 
 

松山市ホームページ→くらしの情報→子育て・教育→学校教育 

→『まつやまサポートデータベース』 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/gakkokyoiku/matsusuppo-db.html 
 

［お問合せ先］ 

松山市教育委員会 学校教育課（特別支援教育担当） 
   松山市三番町六丁目６－１ 松山市役所第４別館３階  

Tel 948-6169   Fax 934-1815 

 

https://www.matsuyama-wel.jp/
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  １ 障がい者地域相談支援センター          

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、専門職員がご相談を受け、 

必要な援助・支援を行います。 

・北部地域相談支援センター 

（住所） 松山市内宮町 16－5 タマリスク内宮 1 階 tel  989-6555 fax 989-6888 

（開設時間） 月曜日から金曜日（祝日・12 月 29 日から翌 1 月 3 日を除く）9 時から 17 時 

（圏域地区） 浅海、立岩、難波、正岡、北条、河野、粟井、中島、湯山、日浦、五明、伊台、三津

浜、宮前、高浜、泊、由良、和気、潮見、堀江、久枝、新玉、清水、味酒、道後、味生 

・南部地域相談支援センター 

（住所） 松山市和泉南 4 丁目 1－35  tel  968-1009 fax 968-1019 

（開設時間） 月曜日から金曜日（祝日・12 月 29 日から翌 1 月 3 日を除く）9 時から 17 時 

（圏域地区）久米、小野、石井、浮穴、荏原、坂本、八坂、素鵞、東雲、番町、桑原、生石、余土、

垣生、雄郡 

 

  ２ 障がい者総合相談窓口          

障がい者の生活支援から就労支援まで幅広い相談に対応し、それぞれの障がいに応じた適切な 

コーディネートを行い、障がい者（児）の地域での生活が円滑に行えるよう支援します。 

・松山市障がい者総合相談窓口   TEL 943-6307  FAX 943-6688 

 

  ３ こどもの相談室 ふらっと          

おおむね 18 歳までの子どもを対象に、家族が発達で気になること、不安に感じていること、

子ども自身の悩みなど、幅広い相談を受ける窓口です。ご相談の内容に応じて、各種支援サー

ビスの申請に関する助言、サービスを受けるまでの調整まで、障がいの有無や種別を問わず、

子どもの発達につながる支援を受けることができます。 

（住所） 松山市若草町 8-3 ハーモニープラザ 3F  

TEL 997-7955  FAX 997-7977 Mail  furatto@matsuyama-swwo.jp  

※事前に電話、メールなどで連絡をいただくと、相談までがスムーズです。 

（開設時間）月曜日から金曜日（祝日・12 月 2９日から翌 1 月 3 日を除く） 

8 時 30 分から 17 時 15 分 

障がい者福祉の相談窓口 12 

mailto:furatto@matsuyama-swwo.jp
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  ４ 聴覚総合相談          

 聴覚障がい者とその家族および関心のある方の個別の生活相談から手話・要約筆記サークルの紹

介まで様々な相談をお受けします。 

・松山市社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護支援課 聴覚総合支援担当 

（住所）松山市若草町８－２ 松山市総合福祉センター５階 

TEL 921-2143 FAX 921-2142 Mail soudansitu@matsuyama-wel.jp 

（開設時間）月曜日から金曜日（祝日・12 月 2９日から翌 1 月 3 日を除く） 

8 時 30 分から 17 時 15 分 

  ５ 児童発達支援センター 

子どもの発育や発達に心配なことや困っていること、また、障がいや特性のある子どもへの

関わり方などについて、専門的なアドバイスや技術指導を行います。 

相談は無料で、来所や電話で受け付けしています。 

受付時間は８時３０分～１７時（土日祝日・年末年始はお休みです） 

 

名称 住所 電話（ＦＡＸ） 

あゆみ学園  松山市余戸南６丁目６番９号 
089-972-0999 

（089-972-3511） 

くるみ園  松山市福角町甲１２８５番地１ 
089-979-5026 

（089-979-5027） 

ひまわり園  松山市水泥町３６８番地１ 
089-970-3711 

（089-970-3858） 

天使園  松山市中野町甲８００番地 
089-963-8700 

（089-963-8701） 

 

  ６ 民生（児童）委員          

   地域の皆さんの幸せのための世話役として、生活に困った人やお年寄り、障がい者、児童、 

母子などの相談に応じたり助言をしたりしています。 

  ７ 就労支援専門員の配置          

障がい者の一般就労を促進するために、障がい者総合相談窓口に障がい者就労の専門員を配

置し、ハローワークや愛媛障害者職業センター等の関係機関と連携した就労を継続するため

の支援や就労相談を行っています。  

松山市障がい者総合相談窓口 TEL 943-6307 FAX 943-6688 

  ８ 障害者就業・生活支援センター事業          

障がい者の就業や、就業に伴う生活全般についての総合的な相談と支援を行います。 

〒790-0843  松山市道後町 2-12-11  愛媛県身体障がい者福祉センター内 

えひめ障がい者就業・生活支援センター      TEL 917-8516   FAX 917-8518 

 

  ９ 一般社団法人 人工内耳友の会 ACITA(あした)愛媛支部          

医療機関等と協力して人工内耳技術発展と社会生活の向上を目的としており、聴覚障がい  

者や人工内耳装用者に対しての情報提供や支援を行っています。 

ｍａｉｌ  acitaehime@yahoo.co.jp 

FAX   089-9９3-5489  （愛媛人工内耳リハビリテーションセンター内） 

mailto:soudansitu@matsuyama-wel.jp
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  １０ 運営適正化委員会          

高齢者、児童、障がい者などの福祉サービスに関する苦情相談をお受けしています。 

公正・中立の立場から当事者間の話し合い等の斡旋により、苦情の解決を図ります。 (事業所

に対する指導や調査権限は有していません。) 

 〒790-8553 松山市持田町三丁目 8-15 

 愛媛県総合社会福祉会館内 （社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会） 

Tel 998-3477（月～金 9：00～12：00、13：00～16：30）※祝日・年末年始を除く 

Fax 921-3398   ｍａｉｌ kujo@ehime-shakyo.or.jp 

  １１ 愛媛県難聴者連合会「みみの会」       

中途失聴者・難聴者などの聴こえに困る方への情報提供、交流、日本語対応手話学習会を行っ

ています。 

県下の関係団体と連携して、耳鼻科医や言語聴覚士の協力の下、聴こえに困る方にとって、よ

り良い社会を目指す活動も行っています。 

事務局（松山地区）〒790-0855 松山市持田町１－４－６中城方 

             FAX：089-921-0055  e-mail：pochirin-n@gol.com. 

          TEL：089-993-5489  （鷹の子病院『でんでんむし教室』） 

 

  １２ 地域活動支援センター 

精神疾患のある方を対象として、自立と生きがいを高めるための必要な支援を行っています。

喫茶活動や障がい者スポーツ、ピアサポート活動、精神保健福祉啓発活動、相談支援などを提

供しています。 

 〒791-8022 松山市美沢一丁目 10-38 

 地域活動支援センター ステップ 

Tel 925-3277（月～金 9：00～16：00）※休日・祝日・年末年始を除く 

Fax 924-1084    
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  １３ 障害者相談員設置事業         

障害者相談員は、そのほとんどが自らも障がい者であったり、家族に障がい者がいる方で 

構成されています。 

障がいのある方やその家族の方の障がいゆえの日常生活などにおける様々な相談に応じ、 

必要な助言や指導を行っています。 相談は無料で、内容については秘密を守ります。 

窓   口 … 障がい福祉課   TEL 948-6433  FAX 932-7553 

 

 

（１）松山市障がい者団体連絡協議会 

団 体 名 代 表 者 代表者連絡先 事 務 局 Tel・Fax 

松 山 市 身 体 障 が い 者 協 会 会長 小掠 英雄 Tel 921-2172 Tel・Fax 921-2172 

松山肢体不自由児・者父母の会 会長 徳永 隆子 Tel 923-9925 Tel・Fax 921-2173 

松 山 手 を つ な ぐ 育 成 会 会長 岡部 國男 Tel 956-7926 Tel・Fax 921-2174 

松 山 市 聴 覚 障 害 者 協 会 会長 岡宮 和美 Fax 970-2387 Fax 921-2175 

松 山 市 視 覚 障 が い 者 協 会 会長 田坂 隆恒 Tel 090-3188-8945 Tel・Fax 921-2176 

松山市精神障がい者地域家族会 会長 池田 和恭 Tel 945-5524 Tel 945-5524 
 

 

（２）松山市内部疾患障害者協議会 

団体名 代表者 代表連絡先 

愛媛県心臓病の子どもを守る会 中予部会 松山分会 曽我部 亜希子 Tel 090-1006-8682 

愛 媛 ヘ モ フ ィ リ ヤ 友 の 会  松 山 媛 友 分 会 高 岡  直 美 Tel 927-0297 

全国パーキンソン病友の会 愛媛県支部松山分会 中 英子 Tel 089-952-9663 

松 山 腎 友 会 冨士渕 陽子 Tel 080-6395-2515 

日 本 ダ ウ ン 症 協 会  愛 媛 支 部 松 山 地 区 角田  三記子 Tel 090-2782-2993 

自 閉 症 協 会  愛 媛 県 松 山 地 区 渡邉  多香子 Tel 090-9452-8213 
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障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」 

 

（１）「ミライロＩＤ」とは 

 障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォンアプリです。ユーザーは障害者手帳の

情報を登録することでスマートフォン画面に手帳情報が表示できるようになります。また、公共

交通機関や商業施設等利用の際に「ミライロＩＤ」を提示することで、障害者割引や必要なサポー

トがスムーズに受けられます。 

 

（２）登録・利用方法 

登録方法、利用方法については(株)ミライロのホームページをご確認ください。 

http://mirairo-id.jp/   もしくはインターネットで「ミライロＩＤ」と検索 

 

 割引サービス等を受ける際に、「障害者手帳」または「ミライロＩＤ」の提示が必要となりますが、

施設によって対応状況が異なりますので、各施設にご確認ください。 

 

（３）利用可能な施設 

・松山城（ロープウェー・リフト・観覧料） 

・子規記念博物館 

・坂の上の雲ミュージアム 等 

 

その他利用可能な施設については(株)ミライロのホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirairo-id.jp/
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名   称 主な相談内容 電 話 所  在  地 

松 山 市 福 祉 事 務 所 

障 が い 福 祉 課 

各手帳（身体、療育、精神） 

補装具 

特別児童扶養手当 

日常生活用具 

重度心身障害者医療 

障害福祉サービス 

948-6369 

〃 

〃 

〃 

948-6936 

948-6719 

〒790-8571 

松山市二番町４丁目７－２ 

松山市役所別館１階 

松 山 市 健 康 保 険 課 後期高齢者医療 948-6941 

〒790-8571 

松山市二番町４丁目７－２ 

松山市保険給付・年金課 
特定疾病療養受療証の交付 

国民年金 

948-6361 

948-6352 

松 山 市 市 民 税 課 軽自動車税種別割ほか 948-6303 

松 山 市 住 宅 課 市営住宅 948-6498 

松 山 市 教 育 委 員 会 

学 校 教 育 課 
就学相談、指導 948-6169 〒790-0003 

松山市三番町６丁目６－１ 
松山市選挙管理委員会 在宅投票 948-6619 

松 山 市 保 健 所 

難病に関すること 

1 歳 6 か月・3 歳児健診ほか 

精神障がい者に関すること 

911-1857 

911-1813 

911-1816 

〒790-0813 

松山市萱町６丁目３０－５ 

松山市社会福祉協議会 
聴覚障がい者に関すること 

ボランティアに関する相談 

921-2143 

921-2141 〒790-0808 

松山市若草町８－２ 
FAX ９４１－４４０８ 

松 山 市 身 体 障 害 者 

福 祉 セ ン タ ー 
（松山市社会福祉事業団） 

児童発達支援、就労継続支援 

B 型 

921-2151 

921-2143 

愛 媛 県 障 が い 福 祉 課 障がい者福祉全般 ㈹941-2111 
〒790-8570 

松山市一番町４丁目４－２ 

愛 媛 県 中 予 地 方 局  自動車税種別割ほか ㈹941-1111 
〒790-8502 

松山市北持田町１３２ 

愛 媛 県 

福祉総合支援センター 

 

更生相談、補装具ほか 924-1216 

〒790-0811 

松山市本町７丁目２ 

愛媛県総合保健福祉センター 

療育手帳の判定、発行、相談ほか 

922-5040 

923-4471 

愛 媛 県 

心と体の健康センター 

精神障がいに関する相談ほか 911-3880 

こころのダイヤル 

（悩みや心の病気に関する相談） 
917-5012 

愛 媛 県 視 聴 覚 

福 祉 セ ン タ ー 
視覚・聴覚障がいに関すること 923-9093 

〒790-0811 

松山市本町６丁目１１－５ 

愛 媛 県 

発達障害者支援センター 
発達障がいに関する相談ほか 955-5532 

〒791-0212 

東温市田窪２１３５ 

 

障がい者福祉関係機関 13 
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名   称 主な相談内容 電 話 所  在  地 

愛 媛 県 身 体 障 害 者 

福 祉 セ ン タ ー 

更生相談、リハビリ、 

スポーツ 
924-2101 

〒790-0843 

松山市道後町２丁目１２－１１ え ひ め 障 害 者 就 業 ・ 

生 活 支 援 セ ン タ ー 
就業支援ほか 917-8516 

愛 媛 障 害 者 

職 業 セ ン タ ー 
職業訓練、相談ほか 921-1213 

〒790-0808 

松山市若草町７－２ 

ハ ロ ー ワ ー ク 

（松山公共職業安定所） 
障がい者の職業相談・紹介 917-8615 

〒791-8522 

松山市六軒家町３－２７ 

松 山 税 務 署 税務全般 941-9121 
〒790-0808 

松山市若草町４－３ 

愛媛県運転免許センター 

（免許相談室） 

運転免許の更新・取得に 

関する相談 
978-4141 

〒799-2661 

松山市勝岡町１１６３－７ 

松 山 東 警 察 署 駐車禁止除外 943-0110 
〒790-8551 

松山市勝山町２丁目１３－２ 

松 山 西 警 察 署   〃 952-0110 
〒791-8052 

松山市須賀町５－３６ 

松 山 南 警 察 署   〃 958-0110 
〒791-1104 

松山市北土居３丁目６－１７ 

松 山 東 年 金 事 務 所 年金全般 946-2146 
〒790-0952 

松山市朝生田町１丁目１－２３ 

松 山 西 年 金 事 務 所 年金全般 925-5105 
〒790-8512 

松山市南江戸町３丁目４－８ 

四 国 運 輸 局 

愛 媛 運 輸 支 局 

自動車の登録 

普通自動車取得税 

050-5540-2076 
（ヘルプデスク） 

957-6621 

〒791-1113 

松山市森松町１０７０ 

軽 自 動 車 検 査 協 会 

愛 媛 事 務 所 

軽自動車の届出 

軽自動車取得税 

975-6730 

960-1359 
（テレホン案内） 

〒791-1112 

松山市南高井町１８１４－２ 

西日本高速道路株式会社 

四 国 支 社 

有料道路における障がい者 

割引制度 

（087）823-

2111 

〒760-0065 

高松市朝日町４丁目１－３ 

有 料 道 路 

Ｅ Ｔ Ｃ 割 引 登 録 係 

有料道路における障がい者 

割引ＥＴＣ利用登録 

（045）477-

1233 
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ご存知ですか？ 

・障がいのある方に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについてわかりやすく表示する 

ためのいろいろなシンボルマークや標示があります。 

・障がいの中には心臓や腎臓などの身体内部の機能の障がいや、耳が聞こえにくいといった聴覚の 

障がいなどのように見た目にはわかりにくい障がいがありますが、自らこれらのマークを使って 

障がいがあることを自己表示している人には、理解を示し、同じ社会人としてのマナーと思いやりを 

持って接することが大切です。  

・これらのマークには、国際的に定められたり、障がい者団体が独自に提唱されていたりするものが 

ありますが、ここでは全国的に使用されている代表的なマークをご紹介します。 

 

シンボルマーク       
マークの名称 

マークの意味や使用方法など          
関係団体など     

 

障がい者のための 

国際シンボルマーク 

障がいのある人々が利用できる建物や設備である

ことを示す世界共通のマークで、特に車イスを利用

する障がい者だけに使われるものではなく、すべて

の障がい者を対象としたものです。 

また、このマークを自家用車に表示していても、 

道路交通法上の規制を免除されるなどの効力はあり

ません。 

財団法人 

日本障害者 

リハビリテーション協会 

 

視覚障がい者のための 

国際シンボルマーク 

世界共通のマークで、「手紙や雑誌の冒頭に、あ

るいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青

にしなければならない」とされています。 

このマークが付いた歩行者用信号ボタンのある横

断歩道では、視覚障がい者が安全に渡れるよう、信

号時間が長めに調整されています。 
世界盲人連合 （WBU） 

 

聴覚障がい者の 

シンボルマーク 

（耳マーク） 

聴覚障がいを示す耳が図案化されたもので、国内

で使用されているマークです。  

聴覚障がいは、外見ではわかりにくいため、この

マークを預金通帳や保険証などに貼って、「聞こえ

ない」ことを相手に伝え、呼び出しなどの方法に配

慮が必要なときなどに使用されています。 

また、マークのある窓口では、「大声で話す」「筆

談する」などの配慮をしています。 

社団法人 

全日本難聴者 ・ 

中途失聴者団体連合会 

 

「ハート・プラス」マーク 

心臓など身体の内部に障がいや疾患があることを

示すシンボルマークです。 

見た目ではわかりにくいため、電車の中や、スー

パーなどいろいろな場所で、「辛い、しんどい」気持

ちを、誤解されたくないために我慢している人がい

ます。 

そのような方々がいることを周知し、理解してい

ただくために、広く利用を呼びかけています。 

内部障害者・内臓疾患者の

暮らしについて考えるハー

ト・プラスの会 

 

オストメイトマーク オストメイト（人工肛門・人工膀胱を保有する方）

を示すシンボルマークです。  

排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の

洗浄などができる配慮がされているオストメイト対

応トイレであることを示すために、トイレの入口や

案内誘導プレートに表示しています。  

社団法人 

日本オストミー協会 

シンボルマークの紹介 14 
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シンボルマーク       
マークの名称 

マークの意味や使用方法など          
関係団体など     

 

身体障がい者補助犬 

（ほじょけん） 

啓発マーク 

補助犬を啓発するために、店の入り口などに貼る

マークです。  

盲導犬、介助犬、聴導犬の３種類を補助犬と言い

ますが、一般のペットとは異なり、特別な訓練によ

り他人に吠えないなど能力を認定された犬であり、

不特定多数の方が利用する施設（デパートや飲食店

など）では、受け入れが義務づけられています。  

このほかにも様々なデザインのシールが、使われ

ています。 

厚生労働省社会・援護局 

 

 

障害者雇用支援マーク 

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者

の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を

認めた企業、団体に対して付与する認証マークで

す。 

障がい者で就労を希望する方々に少しでもわかり

やすくなれば障がい者の就労を取り巻く環境もより

整備されるのではないかと考えられ作られたマーク

です。 

公益財団法人 

ソーシャルサービス協会

IT センター 

 

身体障害者標識 

（四つ葉のクローバーマーク） 

肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道

路交通法に定められています。  

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付さ

れている方は、その障がいが自動車の運転に影響を

及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運

転するよう努めなければなりません。  

なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り

込み行為は禁止されています。 

各警察署交通課 

交通安全協会 

 

聴覚障害者標識 

（蝶マーク） 聴覚障がい者のドライバーは、ワイドミラーを装

着して視認性を向上させる必要があるほか、車両の

前後にこのマークを表示することとなっています。 

このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行

為は禁止されています。 
各警察署交通課  

交通安全協会 

 
筆談マーク 

 

 

相互に紙に書いてコミュニケーションをとる様子

を表現し、「筆談で対応をお願いします」という意味

を持っています。役所、公共及び民間施設、公共交

通機関の窓口などで提示いただけます。聴覚に障が

いのある方自身がコミュニケーションの配慮を求め

るときに提示することができます。 
一般財団法人 

全日本ろうあ連盟 

[ 注意 ] 

１．これらのマークを使用し法的拘束力が発生するのは、身体障害者標識（四つ葉のクローバーマーク）と、 

聴覚障害者標識（蝶マーク）だけです。 

 ２．マークを使用される場合は、関係団体の承諾がいることがあります。 

 ３．耳マークシール、補助犬ステッカー、ハートプラスマークは、障がい福祉課の窓口に置いてあります。 
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  １ 松山市版ヘルプカード          

 

（１）ヘルプカードとは？ 

  ・「手助けがほしい人」と「手助けを 

したい人」をつなぐコミュニケー 

ションツールです。 

  ・『ちょっと手助けがほしいとき』 

『パニックや発作、急な体調不良に 

なったとき』『災害時の避難のとき』 

『道に迷ったとき』などに周囲に支援を求めるためのカードです。 

  ・ヘルプカードは、障がい福祉課の窓口などで配布しているほか、松山市障がい 

福祉課のホームページからダウンロードして自分で作ることもできます。 

 

（２）ヘルプカードの目的は？ 

  ・障がいのある方などが主に外出時に困りごとが起こったとき、「困っていること」 

や「手助けがほしいこと」を周りの人に伝えて、障がいの特性に応じた支援を 

受けやすくするためです。 

 

（３）どんなときにどうやって使うの？ 

  ・外出時に携帯して、ちょっと手助けがほしいときや災害時や緊急時など、支援が 

ほしいときに周りの人にヘルプカードを見せて支援を求めます。 

 

（４）障がいのある方などが困っていたら… 

  ・ヘルプカードを示されたら「どうしましたか」と声をかけてください。カードには 

お願いしたい配慮や支援などが書かれていますので、その内容に沿った支援を 

お願いします。 

 

  ２ ヘルプマーク          

 

・ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや 

難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や 

配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としている 

ことを知らせるものです。 

・ストラップにより鞄などに着けて使用し、裏面に付属のシールを貼り、 

ヘルプマーク利用者が周囲に伝えたい情報や必要な支援の内容を記入できます。 

・従来のストラップ型に加え、新たにバッジ型やシール型も配布しています。 

・ヘルプマークを身に着けることで、外見で援助や配慮が必要なことがわかり、公共交通

機関で席を譲ってもらったり、困っている場合に声掛けをしてもらうなどの援助が 

得やすくなります。 

・松山市では、市障がい福祉課（市役所別館 1 階）、市保健予防課（市保健所 1 階）、すく 

すく支援課 保健センター（南部分室、北条分室、中島分室）の窓口において配布して 

います。 

ヘルプカード・ヘルプマーク 15 

（ヘルプカード【表紙】） 

 

ヘルプカード 

 
あなたの支援が必要です 

愛媛県松山市 

（ヘルプマーク） 
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障害者週間 

１９８１年（昭和５６年）の国際障害者年を記念し、 

障がい者問題について国民の理解と認識を深め、 

障がい者福祉の増進を図るという目的で毎年１２月 

９日を「障害者の日」として設けられました。 

国際障害者年のシンボルマークはそのときに作られ 

ました。 

２００４年６月には障害者基本法が改正され、 

「障害者の日」が１２月３日から１２月９日までの 

「障害者週間」に拡大されました。 

 

 

 

障害者差別解消法 

  障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 

  共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的に、 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（通称「障害者差別解消法」）が 

  平成２５年６月２６日に公布され、平成２８年４月１日に施行されました。 

なお、この法律は令和３年５月に改正され、障がいのある方への合理的配慮の提供が民間事 

業者にも義務付けされ、令和６年４月１日から施行されました。 

 

 

  

国際障害者年のシンボルマーク 
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■利用できる場所      

 ・公共施設、ショッピングセンターや病院など、パーキングパーミット制度にご協力をいただける

施設（駐車場にステッカーや看板などの案内表示があります）で利用できます。 

 ・詳しい施設名は、県のホームページなどでお知らせしています。     

■交付対象者と有効期間

聴覚障害
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上

音声言語機能障害

じん臓機能障害

乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障害

上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上

心臓機能障害 4級以上

4級以上
ぼうこう又は直腸機能障害 ４級以上

その他　（障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者）

5年間

　次の表に該当する方が対象です。

交付対象者　　（※歩行が困難な方） 有効期間

該当なし

肢体不自由

上肢 4級以上

下肢 6級以上
体幹 5級以上

身体障害者

視覚障害 4級以上

4級以上
肝臓機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上

4級以上

呼吸器機能障害

小腸機能障害

難病患者（特定医療費（指定難病）受給者及び特定疾患医療受給者）

一時的に
歩行が困難

妊産婦の方 産前７カ月～産後１年間
けがをされている方 車椅子・杖などの使用期間

知的障害者 重度A

精神障害者 1級
高齢者 要介護度1以上

パーキングパーミット 16 
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■申請先 

・県障がい福祉課、県地方局・支局、各市町等の窓口で申請できます。 

・県障がい福祉課では、電子申請、郵送、ＦＡＸ又はＥメールで申請を受け付けています。 

・交付手数料は、無料です。   
 

【申請・交付窓口〔県〕】 <<受付時間 平日 8：30～17：00>> ※即日交付できる窓口   

事務所名 郵便番号 所在地 TEL 

中

予 

愛媛県 障がい福祉課 790-8570 松山市一番町 4 丁目 4-2 089-912-2422 

県中予地方局 地域福祉課 790-8502 松山市北持田町 132 番地 089-909-8756 

福祉総合支援センター 790-0811 松山市本町 7 丁目 2 番地 089-924-1216 

県立子ども療育センター 791-0212 東温市田窪 2135 番地 089-955-5533 
       

【申請・交付窓口〔市〕】 <<受付時間 平日 8：30～17：15>>    

松

山

市 

課名 郵便番号 所在地 TEL 
障がい福祉課 790-8571 二番町四丁目 7-2 別館 1 階 089-948-6433 
保健予防課 790-0813 萱町六丁目 30-5 松山市保健所 1 階 089-911-1856 

福祉届出コーナー 790-8571 二番町四丁目 7-2 本館 1 階  

すくすく支援課 790-0813 萱町六丁目 30-5 松山市保健所 1 階 089-911-1821 

すくすくサポート市役所 790-8571 二番町四丁目 7-2 本館 1 階  
   

■申請方法 

①オンラインでの申請 

県の HP または、右の 2 次元バーコードから県の申込フォームへアクセスして 

必要事項を入力してください。 

②申請窓口での申請 

 申請に必要なもの（下記参照）をご持参のうえ、窓口にお越しください。  

※確認書類は、窓口での確認後、お返しします。 

 ※代理申請の場合は、代理の方の身分証明書（運転免許証等）が追加で必要です。  

③郵送、FAX 又は E メールでの申請 

交付申請書に必要事項を記入し、手帳など証明書類の写しを添えて、県障がい福祉課までお送り

ください。  

※有効期間満了後、引き続き利用証の交付を受けたい方は有効期間満了月までに申請してくださ

い。 
 

■申請に必要なもの    

①交付申請書  ※各窓口にあります。県 HP からもダウンロードできます。   

②証明書類   ※申請窓口では提示、郵送等の場合は写しを添付してください。   

○ 身体障がいのある方 身体障害者手帳      

○ 知的障がいのある方 療育手帳       

○ 精神障がいのある方 精神障害者保健福祉手帳      

○ 高齢の方       介護保険被保険者証     

○ 難病の方    特定疾患（指定難病）医療受給者証または特定疾患医療受給者証  

○ 交付基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者   

障がいを証明するもの（障害者手帳等）    

     ※併せて配慮が必要かどうかの確認をさせていただきます。   

○ 妊産婦の方   母子健康手帳      

○ けがで歩行困難な方 身分証明書（運転免許証、健康保険証 等）  
   

■利用証をご利用される方へのお願い 

 ・パーキングパーミット駐車場には、車いすの乗降のために幅が広くなっている駐車場と通常の幅

の駐車場があります。車いすを使用されている方が幅が広い駐車場を利用できるようご配慮をお

願いいたします。      

      

■お問合せ先   愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課 

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２    

TEL 089-912-2422  FAX 089-931-8187    

E-mail syougaihukus@pref.ehime.jp  
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障がい者福祉のしおり 

２０２６年度版 

 

発行年月日  ２０２６年６月 

発   行  松山市 

編   集  松山市福祉事務所 障がい福祉課 

〒７９０－８５７１ 

松山市二番町四丁目７番地２ 

Ｔｅｌ ０８９（９４８）６０１７ 

Ｆａｘ ０８９（９３２）７５５３ 

E-mail：shougai@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページhttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/index.html 

このしおりの作成にあたりましては、 

なるべくわかりやすく、また、できる限り 

最新の情報がお届けできるよう、 

改善してまいりたいと思います。 

ご覧いただきましたら遠慮なく、 

ご意見をお寄せください。 

今後の参考とさせていただきます。 

巻末のアンケート用紙をご利用ください。 



 

 

 


